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一
、
は
じ
め
に

現
在
の
イ
ラ
ン
・
イ
ス
ラ
ー
ム
共
和
国
の
北
東
部
に
位
置
す
る

都
市
マ
シ
ュ
ハ
ドM

ashhad

は
、
一
二
イ
マ
ー
ム
・
シ
ー
ア
派

（
以
下
、
シ
ー
ア
派
と
略
記
）第
八
代
イ
マ
ー
ム
、
レ
ザ
ーE

m
ām

�

・

R
ezā

（‘A
lı̄b.M

ūsā
al-R

idā

）
の
廟
を
中
心
に
発
展
を
遂
げ
た

こ
と
で
知
ら
れ
る
。
こ
の
レ
ザ
ー
の
廟
の
所
在
地
は
元
々
小
村
に

過
ぎ
な
か
っ
た
が
、
モ
ン
ゴ
ル
期
以
降
の
イ
ラ
ン
地
域
一
帯
で
の

サ
イ
イ
ド
信
仰
の
深
化
や
サ
フ
ァ
ヴ
ィ
ー
朝
に
よ
る
シ
ー
ア
派
化

政
策
と
い
っ
た
当
該
の
地
域
に
お
け
る
歴
史
的
な
宗
教
性
の
変
遷

の
結
果
、
都
市
化
の
み
な
ら
ず
地
域
の
中
心
地
と
し
て
の
発
展
も

徐
々
に
促
さ
れ
て
い
く
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
一
八
世
紀
に
至
り

成
立
し
た
ア
フ
シ
ャ
ー
ル
朝
始
祖
の
ナ
ー
デ
ル
・
シ
ャ
ーN

āder

Shāh

（
在
位
一
七
三
六
―
四
七
年
。
以
下
、
ナ
ー
デ
ル
と
略

記
）
は
、
先
行
す
る
遊
牧
王
朝
同
様
に
首
都
を
公
式
に
定
め
る
こ

と
は
な
か
っ
た
が
（
1
）
、
こ
の
マ
シ
ュ
ハ
ド
を
特
に
好
み
、
自
身
の
遠

征
時
に
は
代
理
を
配
置
し
、
建
設
事
業
を
多
く
行
わ
な
か
っ
た
彼

に
し
て
は
自
身
の
廟
の
建
設
な
ど
異
例
の
開
発
事
業
を
行
っ
た
。

そ
の
た
め
、
シ
ー
ア
派
振
興
策
の
一
環
と
し
て
同
都
市
の
整
備
を

行
っ
て
き
た
前
王
朝
と
は
異
な
り
、
こ
の
時
代
に
は
ナ
ー
デ
ル
が

創
始
し
た
王
朝
の
実
質
上
の
支
配
の
中
心
地
と
し
て
の
都
市
開

発
・
整
備
事
業
が
展
開
さ
れ
て
い
く
。
そ
し
て
彼
の
没
後
も
、
後

継
者
た
ち
は
王
朝
の
崩
壊
ま
で
こ
の
都
市
を
中
心
に
統
治
を
行
っ

た
。イ

ラ
ン
地
域
に
お
け
る
都
市
の
成
立
・
発
展
に
関
し
て
は
、
ま

ず
自
然
条
件
、
次
に
経
済
的
な
条
件
が
大
き
な
影
響
を
与
え
て
き

た
。
そ
し
て
前
近
代
に
お
け
る
遊
牧
政
権
の
下
で
は
、
こ
れ
ら
の

条
件
に
加
え
て
政
治
的
な
条
件
も
付
加
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
主

ア
フ
シ
ャ
ー
ル
朝
ナ
ー
デ
ル
・
シ
ャ
ー
に
よ
る

マ
シ
ュ
ハ
ド
の
都
市
開
発
整
備
事
業

杉

山

隆

一

ア
フ
シ
ャ
ー
ル
朝
ナ
ー
デ
ル
・
シ
ャ
ー
に
よ
る
マ
シ
ュ
ハ
ド
の
都
市
開
発
整
備
事
業

三
三
（
三
三
）



に
こ
れ
ま
で
遊
牧
君
主
の
居
住
区
と
な
る
緑
豊
か
な
牧
地
と
し
て

の
バ
ー
グbāgh

（
庭
園
）
を
抱
え
た
所
謂
「
牧
地
都
市
」
の
形

成
と
、
さ
ら
に
そ
の
牧
地
に
建
設
さ
れ
た
君
主
ら
の
廟
が
核
と
な

っ
て
発
展
し
た
「
墓
廟
都
市
」
と
い
う
定
義
の
下
に
検
討
が
進
め

ら
れ
て
き
た
（
2
）
。
一
方
、
マ
シ
ュ
ハ
ド
は
先
述
の
よ
う
に
シ
ー
ア
派

第
八
代
イ
マ
ー
ム
、
レ
ザ
ー
の
廟
を
核
と
し
て
都
市
の
発
展
を
見

た
点
で
、
こ
う
し
た
都
市
の
形
成
過
程
と
は
異
な
っ
て
い
る
（
3
）
。
但

し
、
マ
シ
ュ
ハ
ド
の
都
市
史
の
研
究
は
全
体
と
し
て
概
説
の
段
階

に
留
ま
っ
て
お
り
（
4
）
、
専
論
と
し
て
は
サ
フ
ァ
ヴ
ィ
ー
朝
期
に
お
い

て
シ
ー
ア
派
化
政
策
を
進
め
た
王
族
・
貴
顕
ら
に
よ
る
同
都
市
へ

の
大
規
模
な
庇
護
政
策
に
関
す
る
研
究
が
あ
る
に
過
ぎ
な
い
（
5
）
。
ア

フ
シ
ャ
ー
ル
朝
ナ
ー
デ
ル
期
に
つ
い
て
、
欧
米
の
研
究
は
ナ
ー
デ

ル
の
そ
の
生
い
立
ち
や
軍
事
活
動
の
過
程
の
中
で
生
じ
た
世
界
戦

略
が
彼
に
マ
シ
ュ
ハ
ド
の
「
首
都
」
化
を
促
し
た
と
評
価
す
る
も
、

当
時
の
都
市
開
発
・
整
備
自
体
に
つ
い
て
は
簡
潔
に
言
及
さ
れ
る

の
み
で
あ
る
（
6
）
。
一
方
で
現
地
イ
ラ
ン
の
研
究
は
、
当
時
に
お
け
る

バ
ー
グ
や
メ
イ
ダ
ー
ン
の
構
造
や
、
そ
の
存
在
を
根
拠
と
し
た
エ

ス
フ
ァ
ハ
ー
ン
と
の
類
似
性
、
ナ
ー
デ
ル
廟
の
建
設
に
言
及
す
る

も
、
事
実
関
係
の
不
十
分
な
指
摘
に
基
づ
く
検
討
に
留
ま
っ
て
い

る
（
7
）
。
ナ
ー
デ
ル
の
行
っ
た
都
市
マ
シ
ュ
ハ
ド
の
開
発
・
整
備
事
業

の
全
容
を
把
握
し
た
上
で
、
そ
の
意
図
を
考
察
し
た
研
究
は
見
当

た
ら
な
い
（
8
）
。

本
稿
で
は
以
上
の
よ
う
な
都
市
マ
シ
ュ
ハ
ド
の
歴
史
的
な
発
展

の
経
緯
や
先
行
研
究
を
踏
ま
え
、
ア
フ
シ
ャ
ー
ル
朝
君
主
ナ
ー
デ

ル
期
に
お
け
る
同
都
市
に
関
し
、
当
時
の
都
市
の
構
成
や
ナ
ー
デ

ル
に
よ
る
同
都
市
の
開
発
事
業
を
可
能
な
限
り
明
ら
か
に
す
る
と

共
に
、
そ
の
都
市
開
発
の
意
図
と
特
徴
の
検
討
を
試
み
た
い
。
な

お
、
史
料
と
し
て
は
、
先
行
研
究
で
も
重
用
さ
れ
て
い
る‘Ā

lām

-ārā
-ye

N
āderı̄ （

9
）
を
は
じ
め
、
現
地
イ
ラ
ン
の
研
究
で
は
参
照
さ

れ
て
い
な
いZabūr-e

Ā
l-e

D
āvud

やM
ajm

a’al-tavārı̄kh

、

M
ojm

al
al-tavārı̄kh （

10
）
等
も
併
せ
て
使
用
す
る
。
加
え
て
、
ナ
ー

デ
ル
が
行
っ
た
ワ
ク
フ
寄
進
の
文
書
も
有
用
で
あ
る
た
め
参
照
す

る
。
こ
の
ワ
ク
フ
文
書
に
つ
い
て
は
、
ア
フ
シ
ャ
ー
ル
朝
成
立
に

四
年
先
立
つ
形
で
一
七
三
二
年
六
月
二
四
日
（
一
一
四
五
年
一
月

一
日A

.H
.

）
に
作
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
ワ
ク
フ
財
に
は
マ

シ
ュ
ハ
ド
郊
外
の
村
落
と
市
内
の
多
数
の
店
舗
が
設
定
さ
れ
、
受

益
対
象
に
は
レ
ザ
ー
廟
や
ナ
ー
デ
ル
自
ら
の
廟
な
ど
が
含
ま
れ
る
（
11
）
。

ワ
ク
フ
の
視
点
か
ら
ナ
ー
デ
ル
に
よ
る
都
市
マ
シ
ュ
ハ
ド
の
開

発
・
整
備
事
業
に
つ
い
て
興
味
深
い
情
報
を
提
供
す
る
が
、
欧
米

や
本
邦
の
研
究
で
は
活
用
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
史
料
で
あ
る
（
12
）
。

史

学

第
八
七
巻

第
一
・
二
号

三
四
（
三
四
）



二
、
ア
フ
シ
ャ
ー
ル
朝
期
ま
で
の
マ
シ
ュ
ハ
ド
の
発
展
（
13
）

は
じ
め
に
、
ア
フ
シ
ャ
ー
ル
朝
期
に
至
る
ま
で
の
マ
シ
ュ
ハ
ド

の
都
市
と
し
て
の
歴
史
的
な
発
展
、
特
に
地
域
の
宗
教
性
及
び
王

朝
の
宗
教
政
策
の
変
化
に
よ
っ
て
そ
の
規
模
を
拡
大
し
て
き
た
過

程
を
簡
単
に
確
認
し
て
お
き
た
い
。
イ
マ
ー
ム
・
レ
ザ
ー
は
八
一

八
年
（
二
〇
三A

.H
.

年
）
に
当
時
の
ホ
ラ
ー
サ
ー
ン
の
主
要
都

・

市
の
ひ
と
つ
ト
ゥ
ー
スT

ūs
近
郊
の
サ
ナ
ー
バ
ー
ドSanābād

な
る
小
村
で
死
没
し
、
彼
の
廟
は
こ
の
地
に
置
か
れ
る
こ
と
に
な

る
。
そ
の
後
、
ガ
ズ
ナ
朝
期
以
降
に
ワ
ク
フ
に
よ
る
廟
の
壮
麗
化
、

水
路kārı̄z

の
建
設
、
周
辺
へ
の
店
舗
の
設
置
な
ど
が
行
わ
れ
（
14
）
、

外
壁
な
い
し
土
塁
も
一
一
世
紀
に
は
存
在
し
て
い
た
と
言
わ
れ
る
（
15
）
。

古
く
か
ら
町
と
し
て
の
体
裁
を
保
つ
よ
う
な
建
設
事
業
が
行
わ
れ

て
い
た
こ
と
は
確
認
で
き
る
が
、
廟
と
周
辺
域
の
飛
躍
的
な
発
展

を
促
す
も
の
で
は
な
か
っ
た
。

イ
ル
ハ
ン
朝
及
び
テ
ィ
ム
ー
ル
朝
の
支
配
の
時
代
を
迎
え
る
一

三
〜
一
五
世
紀
頃
に
、
イ
ラ
ン
地
域
一
帯
で
は
サ
イ
イ
ド
崇
敬
が

高
ま
り
を
見
せ
る
が
、
こ
の
変
化
に
伴
っ
て
レ
ザ
ー
廟
と
そ
の
周

辺
域
が
徐
々
に
本
格
的
な
発
展
を
開
始
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ

の
こ
と
は
、
こ
の
頃
に
廟
と
そ
の
周
辺
域
の
呼
称
が
現
在
と
同
じ

マ
シ
ュ
ハ
ド
へ
と
変
化
し
て
い
っ
た
こ
と
か
ら
も
読
み
取
れ
る
（
16
）
。

イ
ル
ハ
ン
朝
期
に
は
、
ガ
ザ
ン
・
ハ
ンG

hāzān
K

hān

（
在
位

一
二
九
五
―
一
三
〇
四
年
）
が
一
二
九
九
―
一
三
〇
〇
年
（
六
九

九A
.H

.

年
）
に
レ
ザ
ー
廟
を
受
益
対
象
と
し
た
ワ
ク
フ
を
行
っ

て
い
る
（
17
）
。
そ
し
て
テ
ィ
ム
ー
ル
朝
期
に
至
る
と
建
設
活
動
も
盛
ん

に
な
り
、
第
三
代
君
主
シ
ャ
ー
・
ロ
フShāh

R
okh

（
在
位
一

四
〇
九
―
四
七
年
）
の
妃
ゴ
ウ
ハ
ル
・
シ
ャ
ー
ドG

ow
har

Shād

に
よ
る
廟
に
隣
接
す
る
形
で
の
自
身
の
名
を
冠
し
た
モ
ス
ク

M
asjed-e

G
ow

har
Shād

、
及
び
サ
イ
イ
ド
の
館D

ār
al-siyāde

の
建
設
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
シ
ャ
ー
・
ロ
フ
は
一
四

一
八
年
（
八
二
一A

.H
.

年
）
に
参
詣
時
の
滞
在
用
に
バ
ー
グ
と

そ
の
敷
地
内
に
屋
敷sarāy

の
設
営
を
命
じ
た
（
18
）
。
こ
れ
が
マ
シ
ュ

ハ
ド
の
チ
ャ
ハ
ー
ル
・
バ
ー
グC

hahār
bāgh

の
は
じ
ま
り
と

さ
れ
る
。
そ
し
て
、
同
王
朝
末
期
に
は
宰
相
ミ
ー
ル
・
ア
リ
ー
・

シ
ー
ルM

ı̄r
‘A

lı̄Shı̄r

に
よ
っ
て
ト
ゥ
ー
ス
か
ら
同
地
へ
の
水
路

の
建
設
も
行
わ
れ
た
（
19
）
。
イ
ル
ハ
ン
朝
か
ら
テ
ィ
ム
ー
ル
朝
期
に
か

け
て
の
宗
教
事
情
の
変
化
に
よ
っ
て
、
マ
シ
ュ
ハ
ド
は
イ
マ
ー
ム

廟
の
所
在
地
と
し
て
支
配
権
力
側
か
ら
の
注
目
が
よ
り
高
ま
り
、

王
族
や
貴
顕
の
さ
ら
な
る
庇
護
の
対
象
と
化
す
こ
と
で
、
都
市
と

し
て
の
発
展
が
進
む
こ
と
に
な
る
。

そ
し
て
サ
フ
ァ
ヴ
ィ
ー
朝
が
成
立
し
た
一
六
世
紀
に
は
、
同
王

朝
が
推
進
し
た
シ
ー
ア
派
化
政
策
に
よ
り
、
同
廟
の
重
要
性
は
著

ア
フ
シ
ャ
ー
ル
朝
ナ
ー
デ
ル
・
シ
ャ
ー
に
よ
る
マ
シ
ュ
ハ
ド
の
都
市
開
発
整
備
事
業

三
五
（
三
五
）



し
く
向
上
し
、
王
朝
支
配
の
宗
教
的
な
象
徴
、
さ
ら
に
は
同
派
の

信
徒
の
義
務
で
あ
る
イ
マ
ー
ム
廟
参
詣
の
目
的
地
と
し
て
、
王
族
、

支
配
エ
リ
ー
ト
に
よ
る
廟
の
壮
麗
化
を
図
る
事
業
が
展
開
さ
れ
る
。

廟
に
関
連
す
る
主
要
な
建
設
事
業
と
し
て
は
、
シ
ャ
ー
・
タ
フ
マ

ー
ス
プShāh

T
ahm

āsp

（
在
位
一
五
三
三
―
七
四
年
）、
シ
ャ

ー
・
ア
ッ
バ
ー
スShāh

‘A
bbās

（
在
位
一
五
八
八
―
一
六
二
九

年
）
に
よ
る
金
箔
で
の
天
蓋gonbad

の
装
飾
（
20
）
、
シ
ー
ア
派
信
徒

の
遺
骸
を
埋
葬
す
る
附
設
の
墓
地
の
建
設
（
21
）
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
。

合
わ
せ
て
、
同
王
朝
期
に
は
マ
シ
ュ
ハ
ド
の
さ
ら
な
る
都
市
化
を

推
進
す
る
事
業
も
開
始
さ
れ
た
。
シ
ャ
ー
・
タ
フ
マ
ー
ス
プ
期
に

は
土
塁
の
再
建
が
行
わ
れ
（
22
）
、
外
壁
に
囲
ま
れ
た
市
街
区
で
は
、
シ

ャ
ー
・
ア
ッ
バ
ー
ス
期
以
降
に
廟
を
中
心
に
東
西
に
伸
び
る
二
つ

の
大
通
り
の
建
設
（
23
）
や
、
水
路
の
再
建
（
24
）
、
さ
ら
に
は
ワ
ク
フ
に
よ
っ

て
一
〇
〇
軒
を
越
え
る
店
舗
を
は
じ
め
と
し
た
商
業
施
設
の
整
備
（
25
）

が
行
わ
れ
、
参
詣
地
に
不
可
欠
な
「
門
前
町
」
的
な
装
い
を
も
与

え
る
と
同
時
に
地
域
経
済
の
拠
点
化
を
も
促
す
形
で
都
市
の
整
備

が
行
わ
れ
た
。
加
え
て
ワ
ク
フ
を
原
資
と
し
た
多
く
の
シ
ー
ア
派

宗
教
学
院m

adrese

の
整
備
（
26
）
や
、
ア
ー
シ
ュ
ー
ラ
ー
の
哀
悼
行

事
も
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
（
27
）
。
こ
の
よ
う
に
同
王
朝
期
の
マ
シ

ュ
ハ
ド
は
、
廟
自
体
の
開
発
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
シ
ー
ア
派
の

参
詣
地
た
る
宗
教
都
市
と
し
て
の
威
容
を
備
え
る
と
共
に
、
商
業

面
で
は
中
央
ア
ジ
ア
か
ら
の
商
人
が
イ
ラ
ン
、
ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン

方
面
に
向
か
う
際
の
経
由
地
の
ひ
と
つ
と
な
り
、
地
域
経
済
の
拠

点
と
し
て
の
機
能
を
も
担
う
よ
う
に
な
る
（
28
）
。
ま
た
、
チ
ャ
ハ
ー

ル
・
バ
ー
グ
の
開
発
も
行
わ
れ
（
29
）
、
同
バ
ー
グ
は
地
方
知
事
の
滞
在

の
場
と
も
な
り
、
地
方
行
政
の
中
心
地
と
し
て
の
機
能
を
も
有
し

た
（
30
）。以

上
の
よ
う
に
マ
シ
ュ
ハ
ド
は
、
先
行
し
て
存
在
し
た
シ
ー
ア

派
イ
マ
ー
ム
の
廟
を
中
心
に
、
後
代
に
な
っ
て
水
利
や
バ
ー
グ
の

整
備
に
よ
り
牧
地
的
な
機
能
が
付
加
さ
れ
て
発
展
を
遂
げ
て
い
っ

た
と
い
う
特
色
が
確
認
で
き
る
。
そ
し
て
、
サ
フ
ァ
ヴ
ィ
ー
朝
期

に
至
っ
て
王
族
・
貴
顕
が
シ
ー
ア
派
体
制
堅
持
の
た
め
に
レ
ザ
ー

廟
と
都
市
マ
シ
ュ
ハ
ド
に
対
す
る
庇
護
を
積
極
的
に
推
進
す
る
こ

と
で
、
都
市
の
シ
ー
ア
派
的
様
相
の
強
化
と
地
域
一
帯
の
中
心
地

化
が
進
め
ら
れ
た
状
態
で
、
一
八
世
紀
の
ア
フ
シ
ャ
ー
ル
朝
期
を

迎
え
る
こ
と
に
な
る
。

三
、
ナ
ー
デ
ル
に
よ
る
マ
シ
ュ
ハ
ド
の
開
発
・
整
備
事
業

マ
シ
ュ
ハ
ド
は
一
八
世
紀
初
頭
の
サ
フ
ァ
ヴ
ィ
ー
朝
崩
壊
期
の

混
乱
で
戦
場
と
化
す
（
31
）
。
こ
の
混
乱
の
中
で
登
場
し
た
ナ
ー
デ
ル
が

一
七
二
六
年
（
一
一
三
九A

.H
.

年
）
に
マ
シ
ュ
ハ
ド
の
支
配
権

を
掌
握
し
、
以
後
自
身
が
後
に
創
建
す
る
王
朝
の
中
心
地
と
す
べ

史
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く
、
こ
の
地
の
開
発
・
整
備
を
試
み
る
こ
と
に
な
る
。
以
下
で
は

ナ
ー
デ
ル
の
マ
シ
ュ
ハ
ド
の
開
発
・
整
備
事
業
の
具
体
的
事
例
を

挙
げ
、
同
事
業
の
意
図
と
特
徴
を
検
討
し
た
い
。

（
一
）
水
利
と
君
主
の
居
城

ま
ず
、
マ
シ
ュ
ハ
ド
の
都
市
の
基
礎
イ
ン
フ
ラ
の
状
況
と
整
備

に
つ
い
て
、
都
市
に
と
っ
て
不
可
欠
な
水
利
と
、
君
主
の
居
城
と

さ
れ
た
チ
ャ
ハ
ー
ル
・
バ
ー
グ
一
帯
、
こ
の
二
つ
に
つ
き
考
察
し

た
い
。

（
一
）―
一

マ
シ
ュ
ハ
ド
の
水
利

先
述
の
通
り
、
マ
シ
ュ
ハ
ド
付
近
一
帯
で
は
廟
の
創
建
以
降
数

度
に
渡
り
水
利
シ
ス
テ
ム
の
再
建
が
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、

水
の
確
保
に
問
題
の
あ
る
場
所
で
あ
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。
サ
フ

ァ
ヴ
ィ
ー
朝
崩
壊
期
の
混
乱
は
マ
シ
ュ
ハ
ド
に
も
大
き
な
損
害
を

も
た
ら
し
た
が
、
こ
の
際
に
再
度
同
地
の
水
利
イ
ン
フ
ラ
も
機
能

不
全
に
陥
っ
た
と
考
え
ら
れ
、
レ
ザ
ー
廟
で
は
水
場
係
た
ち

saqqāyān

が
ラ
バ
二
〇
頭
を
利
用
し
て
郊
外
か
ら
水
を
運
ん
で

い
た
ほ
ど
水
の
確
保
に
問
題
を
有
し
て
い
た
（
32
）
。
ナ
ー
デ
ル
は
こ
う

し
た
状
況
を
改
善
し
て
マ
シ
ュ
ハ
ド
の
都
市
機
能
を
回
復
さ
せ
る

た
め
に
、
近
郊
の
ゴ
レ
ス
タ
ー
ン
な
る
枝
村m

azra’e-ye
G

o-

lestān

か
ら
煉
瓦
や
石
で
作
ら
れ
た
暗
渠
で
の
二
つ
の
水
路
を
建

設
し
、
レ
ザ
ー
廟
及
び
後
述
す
る
チ
ャ
ハ
ー
ル
・
バ
ー
グ
、
さ
ら

に
は
市
街
地
へ
の
水
供
給
シ
ス
テ
ム
を
再
建
し
た
。
こ
の
水
利
設

備
の
建
設
に
一
四
〇
〇
〇
ト
マ
ンtom

ān

も
の
莫
大
な
金
額
が

か
け
ら
れ
た
こ
と
は
（
33
）
、
マ
シ
ュ
ハ
ド
の
都
市
開
発
の
基
礎
と
な
る

水
利
施
設
の
再
建
に
お
い
て
、
支
配
権
力
の
主
導
で
の
大
規
模
な

投
資
に
よ
る
工
事
が
不
可
欠
で
あ
っ
た
こ
と
を
物
語
る
。
こ
の
イ

ン
フ
ラ
復
興
事
業
に
よ
り
、
マ
シ
ュ
ハ
ド
で
は
安
定
し
た
水
の
供

給
が
可
能
と
な
り
、
バ
ー
グ
を
含
め
た
都
市
域
一
帯
の
発
展
の
礎

が
改
め
て
形
成
さ
れ
て
い
く
。

（
一
）―
二

チ
ャ
ハ
ー
ル
・
バ
ー
グ
一
帯

次
に
、
前
近
代
の
イ
ラ
ン
地
域
の
都
市
に
共
通
し
て
存
在
す
る

バ
ー
グ
に
つ
い
て
検
討
し
た
い
。
テ
ィ
ム
ー
ル
朝
期
に
レ
ザ
ー
廟

の
北
西
に
設
営
さ
れ
た
マ
シ
ュ
ハ
ド
の
チ
ャ
ハ
ー
ル
・
バ
ー
グ
は
、

サ
フ
ァ
ヴ
ィ
ー
朝
期
に
至
る
ま
で
王
族
ら
の
参
詣
時
の
滞
在
場
所

や
地
方
行
政
の
拠
点
と
し
て
利
用
さ
れ
て
い
た
。
ア
フ
シ
ャ
ー
ル

朝
期
に
な
る
と
、
こ
の
バ
ー
グ
そ
の
も
の
が
「
王
権
の
本
拠

・

・

m
aqarr-e

soltanat

」、「
王
権
の
館dār

al-saltane

」、「
シ
ャ
ー

の
チ
ャ
ハ
ー
ル
・
バ
ー
グC

hahār
bāgh-e

shāhı̄

（
34
）
」
な
ど
と
形

容
さ
れ
、
そ
の
生
涯
の
殆
ど
を
征
服
活
動
に
費
や
し
た
ナ
ー
デ
ル

ア
フ
シ
ャ
ー
ル
朝
ナ
ー
デ
ル
・
シ
ャ
ー
に
よ
る
マ
シ
ュ
ハ
ド
の
都
市
開
発
整
備
事
業

三
七
（
三
七
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の
存
命
中
に
は
こ
の
地
に
代
理
が
配
置
さ
れ
て
統
治
に
関
す
る
諸

業
務
を
遂
行
す
る
場
と
し
て
機
能
し
、
彼
の
没
後
は
君
主
の
居
城

に
な
る
と
同
時
に
、
後
継
争
い
の
舞
台
と
も
な
っ
た
。

チ
ャ
ハ
ー
ル
・
バ
ー
グ
に
関
し
て
は
、
ナ
ー
デ
ル
期
及
び
そ
の

死
の
直
後
に
言
及
す
る
同
時
代
史
料
に
は
、
残
念
な
が
ら
そ
の
内

部
の
構
成
や
建
物
群
に
関
し
て
断
片
的
な
記
述
し
か
残
さ
れ
て
お

ら
ず
、
ま
た
バ
ー
グ
そ
の
も
の
も
現
存
し
て
い
な
い
。
以
上
の
よ

う
な
制
約
が
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
史
料
中
に
見
え
る
関
連
す
る
記

述
を
用
い
て
可
能
な
限
り
同
バ
ー
グ
の
構
成
を
再
現
し
て
み
た
い
。

当
時
の
チ
ャ
ハ
ー
ル
・
バ
ー
グ
は
、
外
壁dı̄vār

に
よ
っ
て
囲
ま

れ
、
複
数
の
門
を
備
え
て
い
た
。
史
料
中
で
そ
の
名
が
確
認
で
き

・

る
の
は
、
厨
房
門D

arvāze-ye
m

atbakh
、
ダ
フ
タ
ル
・
ハ
ー

ネ
門D

arvāze-ye
daftarkhāne

、
ア
ー
リ
ー
・
ガ
ー
プ
ー
（
の

扉
）（dar-e

）‘Ā
lı̄-qāpū

、
の
三
つ
で
あ
る
（
35
）
。
そ
し
て
外
壁
に
よ

っ
て
仕
切
ら
れ
た
バ
ー
グ
内
部
に
は
、
君
主
の
居
城
を
含
め
複
数

の
建
物
が
存
在
し
た
。
そ
の
中
で
ナ
ー
デ
ル
に
よ
っ
て
建
設
さ
れ

た
も
の
が
、
史
料
中
で
ハ
シ
ュ
ト
・
ベ
ヘ
シ
ュ
ト
（
八
天
）
宮

‘em
ārāt-e

H
asht

behesht （
36
）
と
呼
ば
れ
る
建
物
で
あ
る
。
一
五
世

紀
後
半
以
降
タ
ブ
リ
ー
ズ
や
ヘ
ラ
ー
ト
な
ど
イ
ラ
ン
地
域
の
主
要

都
市
に
お
け
る
バ
ー
グ
に
は
、
ひ
と
つ
の
中
央
の
間
に
八
つ
の
部

屋
が
周
囲
を
囲
ん
で
連
な
る
形
式
を
も
っ
た
ハ
シ
ュ
ト
・
ベ
ヘ
シ

ュ
ト
宮
な
る
同
名
の
建
物
が
建
設
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
後
の
サ

フ
ァ
ヴ
ィ
ー
朝
後
期
の
エ
ス
フ
ァ
ハ
ー
ン
に
お
け
る
同
名
の
建
物

の
建
設
も
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
（
37
）
。
イ
ラ
ン
地
域
一
帯
に
お
け
る
同

名
の
建
物
の
利
用
法
の
先
例
か
ら
推
測
す
る
と
、
こ
の
建
物
は
謁

見
等
に
用
い
ら
れ
る
壮
麗
な
建
物
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
（
38
）
。

そ
の
他
の
バ
ー
グ
内
の
建
物
と
し
て
は
、
ド
ウ
ラ
ト
・
ハ
ー
ネ

dow
lat-khāne

が
あ
る
。
マ
シ
ュ
ハ
ド
の
ド
ウ
ラ
ト
・
ハ
ー
ネ
は
、

歴
代
の
支
配
王
朝
の
君
主
ら
の
参
詣
・
行
啓
の
際
の
滞
在
場
所
と

し
て
利
用
さ
れ
、
サ
フ
ァ
ヴ
ィ
ー
朝
期
に
も
そ
の
存
在
と
王
族
に

よ
る
滞
在
が
確
認
で
き
る
（
39
）
。
ア
フ
シ
ャ
ー
ル
朝
期
に
は
、
軍
事
遠

征
に
明
け
暮
れ
た
ナ
ー
デ
ル
自
身
の
マ
シ
ュ
ハ
ド
で
の
滞
在
場
所

で
あ
り
、
王
族
ら
の
平
時
の
住
ま
い
と
し
て
利
用
さ
れ
て
い
た
（
40
）
。

ナ
ー
デ
ル
は
一
七
二
六
年
（
一
一
三
八A

.H
.

年
）
に
マ
シ
ュ
ハ

ド
に
入
っ
た
際
、
こ
の
建
物
の
修
繕
及
び
床
へ
の
絨
毯
の
敷
き
詰

め
を
行
っ
て
い
る
（
41
）
。
恐
ら
く
こ
の
建
物
は
そ
れ
ま
で
の
混
乱
で
傷

ん
だ
状
態
に
な
っ
て
お
り
、
自
ら
の
滞
在
場
所
に
相
応
し
い
形
へ

の
整
備
を
行
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
こ
の
君
主
の
住
ま
い
で

あ
る
ド
ウ
ラ
ト
・
ハ
ー
ネ
の
近
隣
に
は
、
後
宮
の
館
で
あ
る
ハ
ラ

・

ム
宮haram

sarā

が
存
在
し
て
い
た
（
42
）
。
加
え
て
史
料
か
ら
は
、

エ
リ
ヤ
ー
ス
・
ハ
ー
ン
宮‘em

ārat-e
E

liyās
khānı̄

な
る
建
物

の
存
在
も
確
認
で
き
る
。
サ
フ
ァ
ヴ
ィ
ー
朝
後
期
に
エ
リ
ヤ
ー

史
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ス
・
ハ
ー
ン
な
る
人
物
の
マ
シ
ュ
ハ
ド
の
ベ
グ
レ
ル
ベ
ギ
職
へ
の

就
任
が
史
料
中
に
見
出
せ
る
た
め
（
43
）
、
こ
の
建
物
は
彼
に
よ
る
建
設

の
可
能
性
も
あ
ろ
う
。
こ
の
建
物
は
非
常
に
壮
麗
な
形
で
建
設
さ

れ
、
ホ
ー
ルtālār

も
兼
ね
備
え
て
お
り
、
ハ
シ
ュ
ト
・
ベ
ヘ
シ

ュ
ト
宮
同
様
に
謁
見
や
儀
礼
な
ど
の
場
と
し
て
も
使
用
さ
れ
て
い

た
と
思
わ
れ
る
（
44
）
。
実
際
に
ナ
ー
デ
ル
没
後
の
一
七
五
〇
年
（
一
一

・

六
三A

.H
.

年
）、
セ
イ
エ
ド
・
ム
ハ
ン
マ
ドSeyyed

M
oham

m
ad

�

が
ソ
レ
イ
マ
ー
ン
二
世Soleym

ān-e
sānı̄

（
在
位
一
七
五
〇

年
）
と
し
て
君
主
位
に
即
位
し
た
際
、
こ
の
建
物
が
即
位
式
の
会

場
と
な
っ
て
い
る
（
45
）
。

そ
し
て
、
チ
ャ
ハ
ー
ル
・
バ
ー
グ
の
前
に
は
、
先
に
指
摘
し
た

ゴ
レ
ス
タ
ー
ン
村
か
ら
の
水
を
貯
め
る
上
下
二
段
重
ね
の
貯
水
槽

āb-anbār

が
設
置
さ
れ
た
。
こ
の
貯
水
槽
の
上
部
に
は
一
四
個
の

ノ
ズ
ルdahne

が
取
り
付
け
ら
れ
、
水
は
そ
こ
か
ら
建
物
群
の

・

�

中
の
複
数
の
溜
池how
zhā

を
通
り
、
ハ
シ
ュ
ト
・
ベ
ヘ
シ
ュ
ト

宮
へ
と
引
か
れ
、
内
部
の
噴
泉favāre

に
用
い
ら
れ
た
（
46
）
。
さ
ら

に
そ
の
水
は
暗
渠
に
よ
っ
て
マ
シ
ュ
ハ
ド
市
街
の
通
り
を
経
て
、

レ
ザ
ー
廟
内
の
広
場
へ
と
流
さ
れ
る
構
造
と
な
っ
て
い
た
。
ま
た
、

貯
水
槽
の
下
部
の
水
は
人
々
の
慈
善
へ
と
利
用
さ
れ
た
（
47
）
。
加
え
て

先
の
エ
リ
ヤ
ー
ス
・
ハ
ー
ン
宮
の
ホ
ー
ル
の
向
か
い
に
は
池

daryāche

も
存
在
し
て
い
た
（
48
）
。
バ
ー
グ
内
部
で
の
水
を
ふ
ん
だ

ん
に
用
い
た
池
、
先
述
の
貯
水
槽
、
噴
水
、
さ
ら
に
住
民
用
の
貯

水
槽
の
存
在
は
、
周
辺
地
域
に
お
い
て
希
少
で
あ
る
水
に
満
ち
た

豊
饒
な
空
間
を
バ
ー
グ
内
部
に
作
り
出
し
、
君
主
の
居
城
に
相
応

し
い
威
容
を
与
え
る
も
の
と
な
っ
て
い
た
で
あ
ろ
う
。
加
え
て
、

バ
ー
グ
の
水
環
境
の
整
備
は
、
都
市
の
水
利
イ
ン
フ
ラ
と
一
体
化

し
た
形
で
整
備
が
進
め
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。

そ
し
て
、
王
族
の
宮
殿
を
有
し
た
チ
ャ
ハ
ー
ル
・
バ
ー
グ
に
面

す
る
形
で
、
メ
イ
ダ
ー
ンm

eydān

が
存
在
し
た
。
マ
シ
ュ
ハ
ド

の
市
域
内
に
は
、
同
メ
イ
ダ
ー
ン
に
先
立
つ
形
で
別
途
旧
メ
イ
ダ

ー
ンm

eydān-e
qadı̄m

が
市
域
内
に
存
在
し
て
お
り
、
後
述
す

る
通
り
ナ
ー
デ
ル
の
ワ
ク
フ
文
書
に
も
そ
の
地
名
が
見
え
る
が
、

現
存
し
て
お
ら
ず
、
当
時
の
位
置
は
不
明
で
あ
る
（
49
）
。
前
者
の
チ
ャ

ハ
ー
ル
・
バ
ー
グ
に
面
し
た
メ
イ
ダ
ー
ン
は
、
サ
フ
ァ
ヴ
ィ
ー
朝

後
期
の
ワ
ク
フ
文
書
に
同
バ
ー
グ
の
建
物
の
前
庭jelow

khāne-

ye
‘em

ārat-e
C

hahār
bāgh

と
い
う
形
で
登
場
し
、
店
舗
群
も

そ
の
周
辺
に
整
備
さ
れ
て
お
り
（
50
）
、
少
な
く
と
も
前
王
朝
期
に
は
そ

の
存
在
が
確
認
で
き
る
。
ナ
ー
デ
ル
期
と
そ
の
直
後
の
史
料
中
に

お
い
て
、
同
バ
ー
グ
の
メ
イ
ダ
ー
ン
は
「
チ
ャ
ハ
ー
ル
・
バ
ー
グ

の
メ
イ
ダ
ー
ンm

eydān-e
C

hahār
bāgh （

51
）
」、
も
し
く
は
「
ド
ウ

ラ
ト
・
ハ
ー
ネ
の
メ
イ
ダ
ー
ンm

eydān-e
dow

lat-khāne

」
な

ど
の
名
称
で
現
れ
、
後
者
の
事
例
で
は
、
メ
イ
ダ
ー
ン
は
イ
ン
ド

ア
フ
シ
ャ
ー
ル
朝
ナ
ー
デ
ル
・
シ
ャ
ー
に
よ
る
マ
シ
ュ
ハ
ド
の
都
市
開
発
整
備
事
業
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の
術
語
で
前
庭jelow

khān

で
あ
る
と
い
う
説
明
も
加
筆
さ
れ
て

お
り
、
こ
れ
よ
り
前
庭
と
メ
イ
ダ
ー
ン
が
同
一
で
あ
る
こ
と
が
分

か
る
（
52
）
。
後
述
す
る
ナ
ー
デ
ル
の
ワ
ク
フ
文
書
中
の
「
ド
ウ
ラ
ト
・

ハ
ー
ネ
の
門
の
（
と
こ
ろ
の
）
新
メ
イ
ダ
ー
ンm

eydān-e
jadı̄d-

e
darb-e

dow
lat-khāne

」
な
る
記
述
も
ド
ウ
ラ
ト
・
ハ
ー
ネ
の

前
に
新
し
い
メ
イ
ダ
ー
ン
が
設
置
さ
れ
て
い
る
と
い
う
先
の
説
明

を
裏
付
け
る
も
の
と
な
ろ
う
（
53
）
。
さ
ら
に‘Ā

lam
-ārā-ye

N
āderı̄

に
お
い
て
こ
の
メ
イ
ダ
ー
ン
は
「
ナ
グ
シ
ェ
・
ジ
ャ
ハ
ー
ン
の
メ

イ
ダ
ー
ンm

eydān-e
N

aqsh-e
jahān

」
と
い
う
名
で
現
れ
る
。

同
史
料
の
記
述
か
ら
は
、
こ
の
メ
イ
ダ
ー
ン
に
は
先
述
の
ア
ー
リ

ー
・
ガ
ー
プ
ー
及
び
告
時
や
祝
祭
の
際
に
音
楽
を
奏
で
る
楽
隊
演

奏
所naqqāre

khāne

が
面
し
て
い
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
（
54
）
。
こ

の
ア
ー
リ
ー
・
ガ
ー
プ
ー
の
扉
が
、
こ
の
メ
イ
ダ
ー
ン
と
君
主
の

居
住
区
で
あ
る
バ
ー
グ
を
つ
な
ぐ
役
割
を
果
た
し
て
い
た
と
考
え

ら
れ
る
。
バ
ー
グ
と
メ
イ
ダ
ー
ン
の
結
び
つ
き
は
、
サ
フ
ァ
ヴ
ィ

ー
朝
期
に
お
い
て
は
タ
ブ
リ
ー
ズ
、
ガ
ズ
ヴ
ィ
ー
ン
、
エ
ス
フ
ァ

ハ
ー
ン
で
も
見
ら
れ
る
一
般
的
な
現
象
で
あ
っ
た
と
言
わ
れ
る
（
55
）
。

史
料
に
見
え
る
こ
れ
ら
の
点
よ
り
、
マ
シ
ュ
ハ
ド
で
は
、
サ
フ
ァ

ヴ
ィ
ー
朝
の
首
都
と
同
様
に
チ
ャ
ハ
ー
ル
・
バ
ー
グ
と
メ
イ
ダ
ー

ン
が
隣
接
し
た
形
で
前
王
朝
期
に
は
建
設
さ
れ
て
お
り
、
ア
フ
シ

ャ
ー
ル
朝
期
に
も
以
前
と
同
じ
形
を
維
持
し
、
整
備
さ
れ
て
い
た

こ
と
が
窺
え
る
。

当
時
の
メ
イ
ダ
ー
ン
の
敷
地
に
つ
い
て
は
、
約
二
〇
〇
〇
名
の

騎
兵
が
入
っ
た
と
い
う
記
述
が
史
料
に
見
え
る
た
め
（
56
）
、
恐
ら
く
は

そ
の
程
度
の
人
員
を
収
容
で
き
る
広
さ
が
あ
っ
た
と
推
測
で
き
る
。

ま
た
、
武
器
の
保
管
（
57
）
や
処
刑
（
58
）
、
さ
ら
に
は
戦
勝
を
祝
う
式
典
の
開

催
や
曲
芸
披
露
の
場
所
で
あ
っ
た
こ
と
も
確
認
で
き
る
（
59
）
。
加
え
て

詳
細
は
後
述
す
る
が
、
ナ
ー
デ
ル
は
自
ら
の
ワ
ク
フ
に
よ
り
こ
の

メ
イ
ダ
ー
ン
の
一
帯
に
多
数
の
店
舗
を
ワ
ク
フ
財
と
し
て
設
定
し
、

商
業
機
能
の
整
備
に
も
配
慮
し
て
い
る
（
60
）
。
サ
フ
ァ
ヴ
ィ
ー
朝
か
ら

ガ
ー
ジ
ャ
ー
ル
朝
期
に
か
け
て
の
エ
ス
フ
ァ
ハ
ー
ン
に
お
け
る

「
王
の
メ
イ
ダ
ー
ン
」
の
事
例
を
踏
ま
え
れ
ば
、
当
時
の
マ
シ
ュ

ハ
ド
の
こ
の
メ
イ
ダ
ー
ン
も
公
式
の
儀
礼
、
市
場
・
交
換
等
の
場

と
な
り
、
支
配
者
の
公
正
さ
や
偉
大
な
る
権
力
を
示
す
都
市
の
象

徴
と
し
て
機
能
し
て
い
た
と
言
え
よ
う
（
61
）
。

ま
た
、
バ
ー
グ
に
お
い
て
は
史
料
か
ら
先
述
の
通
り
「
厨
房

門
」
な
る
門
の
存
在
が
確
認
で
き
る
。
同
じ
名
称
を
持
つ
門
を
有

し
て
い
た
前
王
朝
の
エ
ス
フ
ァ
ハ
ー
ン
の
王
宮
地
区
の
事
例
に
従

え
ば
、
こ
の
門
の
周
辺
に
食
糧
庫
、
厨
房
な
ど
の
調
理
関
連
施
設

が
存
在
し
た
と
推
測
さ
れ
る
（
62
）
。
さ
ら
に
史
料
中
に
は
シ
ャ
ー
の
ダ

フ
タ
ル
・
ハ
ー
ネdaftarkhāne-ye

shāhı̄

の
存
在
が
見
え
る
が
（
63
）
、

こ
の
建
物
は
そ
の
名
を
冠
し
た
先
述
の
「
ダ
フ
タ
ル
・
ハ
ー
ネ

史
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門
」
の
近
く
に
あ
っ
た
と
考
え
る
の
が
自
然
で
あ
ろ
う
。

マ
シ
ュ
ハ
ド
に
お
い
て
ナ
ー
デ
ル
は
、
テ
ィ
ム
ー
ル
朝
期
に
遊

牧
民
的
な
気
質
に
基
づ
い
て
設
営
さ
れ
た
チ
ャ
ハ
ー
ル
・
バ
ー
グ

の
一
帯
を
王
宮
地
区
と
し
て
整
備
し
て
き
た
こ
と
が
以
上
よ
り
窺

え
る
。
そ
し
て
、
そ
の
開
発
と
整
備
は
、
前
王
朝
期
の
エ
ス
フ
ァ

ハ
ー
ン
を
は
じ
め
と
し
た
首
都
建
設
を
範
と
し
て
す
で
に
整
備
さ

れ
て
い
た
チ
ャ
ハ
ー
ル
・
バ
ー
グ
内
部
や
付
随
す
る
メ
イ
ダ
ー
ン

な
ど
を
活
か
し
な
が
ら
、
王
宮
地
区
と
し
て
の
壮
麗
さ
と
威
厳
を

付
加
す
る
た
め
の
改
造
を
施
し
つ
つ
進
め
ら
れ
た
と
言
え
よ
う
。

（
二
）
都
市
の
記
憶
の
改
変

―
レ
ザ
ー
廟
の
整
備
と
自
ら
の
廟
の
建
設
―

サ
フ
ァ
ヴ
ィ
ー
朝
期
の
マ
シ
ュ
ハ
ド
は
、
先
に
概
観
し
た
通
り

王
朝
が
掲
げ
た
シ
ー
ア
派
の
宗
教
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
支
え
る
機
能

を
果
た
す
べ
く
、
イ
マ
ー
ム
廟
の
存
在
を
活
か
し
た
形
で
宗
教
・

学
術
施
設
、
商
業
イ
ン
フ
ラ
の
開
発
が
進
め
ら
れ
た
。
し
か
し
、

ナ
ー
デ
ル
に
よ
る
マ
シ
ュ
ハ
ド
開
発
事
業
は
、
都
市
の
さ
ら
な
る

繁
栄
を
目
指
し
た
と
同
時
に
、
こ
の
都
市
が
帯
び
る
よ
う
に
な
っ

た
シ
ー
ア
派
的
な
性
格
に
も
あ
る
程
度
の
変
容
を
迫
る
こ
と
に
な

る
。
こ
こ
で
は
、
都
市
マ
シ
ュ
ハ
ド
が
こ
れ
ま
で
に
有
し
て
き
た

記
憶
を
ナ
ー
デ
ル
が
ど
の
よ
う
に
改
変
し
よ
う
と
し
て
い
た
か
に

つ
い
て
、
レ
ザ
ー
廟
内
な
ら
び
に
自
身
の
廟
双
方
に
お
け
る
建
設

活
動
か
ら
明
ら
か
に
し
て
い
き
た
い
。

（
二
）―
一

イ
マ
ー
ム
・
レ
ザ
ー
廟
の
整
備

ナ
ー
デ
ル
は
、
第
三
代
イ
マ
ー
ム
、
ホ
セ
イ
ン
の
受
難
劇
で
あ

る
タ
ア
ズ
ィ
ー
エ
の
上
演
や
、
シ
ー
ア
派
信
徒
の
カ
ル
バ
ラ
ー
へ

の
埋
葬
の
禁
止
と
い
っ
た
政
策
で
、
シ
ー
ア
派
の
宗
教
儀
礼
を
一

定
程
度
制
限
し
た
こ
と
で
も
知
ら
れ
る
（
64
）
。
し
か
し
、
レ
ザ
ー
廟
は

当
時
ま
で
に
シ
ー
ア
派
参
詣
の
目
的
地
と
し
て
非
常
に
重
要
な
も

の
と
な
っ
て
い
た
た
め
、
ナ
ー
デ
ル
は
そ
の
存
在
を
マ
シ
ュ
ハ
ド

の
開
発
に
役
立
て
る
べ
く
廟
の
修
繕
・
建
設
活
動
を
行
っ
た
と
も

指
摘
さ
れ
る
（
65
）
。
彼
は
一
七
二
六
年
（
一
一
三
九A

.H
.

年
）
に
マ

シ
ュ
ハ
ド
を
支
配
下
に
お
い
た
後
、
廟
の
新
し
い
塔goldaste

の
建
設
に
着
手
し
た
。
さ
ら
に
そ
の
際
に
、
す
で
に
存
在
し
て
い

た
テ
ィ
ム
ー
ル
朝
君
主
シ
ャ
ー
・
ロ
フ
の
建
設
に
よ
る
塔
と
、
宰

相
ミ
ー
ル
・
ア
リ
ー
・
シ
ー
ル
が
建
て
た
イ
ー
ヴ
ァ
ー
ンı̄vān

と
い
う
二
つ
の
建
築
物
に
つ
き
、
金
箔
の
装
飾
に
よ
る
修
繕
も
行

っ
て
い
る
（
66
）
。

そ
の
後
ナ
ー
デ
ル
は
ヘ
ラ
ー
ト
遠
征
を
行
う
が
、
そ
の
際
に
彼

は
レ
ザ
ー
廟
へ
の
祈
願do‘ā

を
行
っ
て
か
ら
戦
闘
に
出
立
し
た
（
67
）
。

そ
し
て
一
七
三
一
年
（
一
一
四
三A

.H
.

年
）
に
ヘ
ラ
ー
ト
を
征

ア
フ
シ
ャ
ー
ル
朝
ナ
ー
デ
ル
・
シ
ャ
ー
に
よ
る
マ
シ
ュ
ハ
ド
の
都
市
開
発
整
備
事
業

四
一
（
四
一
）



服
し
た
ナ
ー
デ
ル
は
、
祈
願
で
の
誓
約
を
実
行
に
移
す
。
ま
ず
、

ヘ
ラ
ー
ト
に
お
い
て
シ
ャ
ー
・
ロ
フ
に
よ
り
再
建
さ
れ
た
城
塞

arg （
68
）
に
設
置
さ
れ
て
い
た
白
い
石
で
で
き
た
水
場
を
大
砲
隊
長

tūpchı̄–bāshı̄

に
命
じ
て
マ
シ
ュ
ハ
ド
ま
で
運
搬
さ
せ
、
廟
の
広

・

・

場sahn-e
m

oqaddas

の
水
場
に
据
え
付
け
た
（
69
）
。
そ
し
て
、
こ

の
レ
ザ
ー
廟
の
水
場saqqā-khāne

は
、
ナ
ー
デ
ル
に
よ
る
先
述

の
ワ
ク
フ
の
受
益
対
象
の
ひ
と
つ
と
な
り
、
ワ
ク
フ
に
際
し
て
水

場
へ
の
水
供
給
シ
ス
テ
ム
も
整
備
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
（
70
）
。
こ
の
ワ

ク
フ
の
レ
ザ
ー
廟
に
お
け
る
受
益
対
象
を
ま
と
め
た
も
の
が
表
1

に
な
る
。

水
場
に
関
す
る
受
益
対
象
に
は
、
水
場
長
と
水
場
係
、
水
運
搬

係
の
給
金
、
同
所
で
毎
夜
点
灯
す
る
蝋
燭
の
費
用
、
さ
ら
に
暑
い

時
期
の
参
詣
者
の
慰
撫
の
た
め
に
水
場
で
消
費
す
る
氷
の
購
入
と

ア
ー
シ
ュ
ー
ラ
ー
の
際
の
飲
料
の
提
供
費
用
が
確
認
で
き
る
。

以
上
の
レ
ザ
ー
廟
内
で
の
建
設
活
動
か
ら
は
、
廟
内
で
は
テ
ィ

ム
ー
ル
朝
期
の
建
設
物
を
重
点
的
に
修
繕
・
付
加
し
て
き
た
こ
と

が
分
か
る
。
ま
た
、
ア
ー
シ
ュ
ー
ラ
ー
時
の
慈
善
の
ワ
ク
フ
対
象

へ
の
設
定
は
、
ナ
ー
デ
ル
に
よ
る
シ
ー
ア
派
宗
教
儀
礼
へ
の
制
限

が
あ
く
ま
で
限
定
的
で
あ
っ
た
こ
と
を
物
語
る
。

そ
の
他
、
イ
マ
ー
ム
廟
に
お
け
る
最
も
重
要
な
設
置
物
の
ひ
と

�

・

つ
で
あ
る
レ
ザ
ー
の
棺
を
蓋
う
ザ
リ
ー
フzarı̄h

（
格
子
）
に
つ

表 1：ナーデルのワクフにおけるレザー廟での受益対象
（Anzābı̄nezhād, et al.（eds.）, Bı̄st vaqfnāme az Khorāsān, pp. 223�224, 226�227.）

①水場 saqqā-khāne（ヘラートの大理石を移設して新造）

A：水場長 saqqā-bāshı̄ 1名 給金 8 t、水場係 saqqā 1名 給金 6 t
B：ラバ引きの水場係 saqqā-ye rābı̄ye-kesh 4名 給金合計 16 t
（Bは毎日レザー廟ワクフ地の Bābā Qodratから水を運搬）

氷 夏期 5か月間、毎日 30 man分を購入し使用
蝋燭 毎晩 5 estār分の溶けた獣脂 pı̄h-e gedākhteを蝋燭に使用
アーシューラー時 参詣者への飲み物配布 材料費 6 t
他、修繕費やラバの交換費等を支出

②ナーデルの両親の墓地（毎日）200 dを支出

・ ・
コーラン読誦者 hāfez 2名（給金未記載）

③バーバー・アリー・ベクら 6名の墓地 毎日 900 dを支出

コーラン読誦者 6名、絨毯係 farrāsh 1名（共に給金未記載）

蝋燭、お香焚き（詳細未記載）

※略号：t＝tomān、d＝dı̄nār ※estār：重量単位、4ないし 4.5 methqālと同等

職員

支出

職員

職員

支出
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い
て
は
、
新
製
こ
そ
し
な
か
っ
た
が
、
宝
石
に
よ
る
装
飾
を
施
し

た
鍵
を
備
え
付
け
た
。
加
え
て
廟
内
に
お
い
て
カ
ン
テ
ラ
一
四
台

の
設
置
、
絹
製
の
絨
毯
の
敷
き
詰
め
に
よ
る
床
の
装
飾
も
合
わ
せ

て
行
っ
て
い
る
（
71
）
。

さ
ら
に
、
彼
は
レ
ザ
ー
廟
内
に
自
身
の
両
親vāledeyn

、
な

ら
び
に
ナ
ー
デ
ル
が
自
ら
の
軍
事
的
な
活
動
を
開
始
し
た
時
期
に

自
ら
が
そ
の
配
下
と
な
っ
た
バ
ー
バ
ー
・
ア
リ
ー
・
ベ
グB

ābā

‘A
lı̄B

eyg

ら
六
名
の
墓
地
も
設
け
た
（
72
）
。
両
親
ら
の
レ
ザ
ー
廟
へ

の
埋
葬
は
、
シ
ー
ア
派
信
徒
が
望
む
イ
マ
ー
ム
廟
へ
の
移
葬
の
習

慣
に
従
っ
た
も
の
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
そ
し
て
、
先
述
の
自
身
の

ワ
ク
フ
に
よ
っ
て
、
彼
ら
の
墓
に
て
コ
ー
ラ
ン
読
誦
者
に
朝
晩
の

コ
ー
ラ
ン
読
誦
を
義
務
付
け
、
給
金
を
収
益
か
ら
支
払
う
よ
う
設

定
し
た
。

ナ
ー
デ
ル
の
レ
ザ
ー
廟
へ
の
建
設
活
動
は
、
先
述
の
通
り
都
市

の
参
詣
地
と
し
て
の
側
面
を
強
化
す
る
狙
い
も
あ
っ
た
と
言
え
よ

う
。
加
え
て
史
料
中
に
は
そ
の
建
設
活
動
に
つ
い
て
、
歴
代
諸
王

朝
の
君
主
た
ち
が
参
詣
の
記
念
に
足
跡
と
な
る
も
の
を
廟
に
作
っ

て
残
し
て
き
た
と
い
う
先
例
に
倣
っ
た
、
と
い
う
言
及
が
あ
る
（
73
）
。

偉
大
な
る
君
主
ら
の
先
例
に
倣
い
彼
も
廟
内
で
の
建
設
活
動
を
行

っ
た
が
、
そ
の
際
に
留
意
し
た
の
は
、
シ
ー
ア
派
の
象
徴
で
あ
る

こ
の
廟
に
、
自
ら
の
支
配
の
象
徴
と
な
る
建
設
物
を
建
て
、
廟
内

の
シ
ー
ア
派
の
遺
産
と
イ
ラ
ン
の
歴
史
上
の
偉
大
な
る
君
主
が
残

し
た
足
跡
と
を
い
か
に
併
置
す
る
か
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

そ
の
結
果
行
わ
れ
た
の
が
、
レ
ザ
ー
廟
内
に
お
け
る
塔
、
父
祖
ら

の
廟
の
建
立
、
そ
し
て
ナ
ー
デ
ル
が
そ
の
支
配
・
征
服
活
動
に
お

い
て
手
本
と
し
た
テ
ィ
ム
ー
ル
（
74
）
が
創
建
し
た
王
朝
に
関
連
す
る
建

設
物
の
修
繕
・
付
加
で
あ
っ
た
と
指
摘
で
き
る
。
こ
の
こ
と
は
、

シ
ー
ア
派
の
参
詣
地
と
し
て
多
く
の
信
徒
が
訪
れ
る
同
廟
に
お
い

て
、
ナ
ー
デ
ル
に
関
連
す
る
記
憶
及
び
テ
ィ
ム
ー
ル
と
そ
の
王
朝

の
後
継
者
で
あ
る
と
い
う
彼
自
身
の
姿
勢
、
こ
の
二
つ
を
視
覚
的

に
強
調
し
、
自
身
の
支
配
者
と
し
て
の
姿
勢
の
明
確
化
を
狙
う
も

の
で
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
。

（
二
）―
二

ナ
ー
デ
ル
廟
の
建
設
と
慈
善

ナ
ー
デ
ル
は
存
命
中
に
自
ら
の
廟
を
二
つ
建
設
し
て
い
る
。
ひ

と
つ
は
自
身
の
故
地
に
近
い
キ
ャ
ラ
ー
トK

alāt

に
建
設
さ
れ
た

が
、
も
う
ひ
と
つ
は
マ
シ
ュ
ハ
ド
の
チ
ャ
ハ
ー
ル
・
バ
ー
グ
の
脇

に
建
て
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
、
一
七
三
二
―
三
三
年
（
一
一
四
五

A
.H

.
年
）
に
完
成
し
た
（
75
）
。
以
下
、
マ
シ
ュ
ハ
ド
の
彼
の
廟
に
つ
き
、

諸
史
料
に
見
え
る
記
述
か
ら
そ
の
構
成
を
可
能
な
限
り
明
ら
か
に

し
た
い
。
そ
の
墓
地
は
広
い
敷
地
を
有
し
、
そ
の
中
に
レ
ザ
ー
廟

の
天
蓋
に
向
か
い
合
う
形
で
二
つ
の
天
蓋
が
建
設
さ
れ
、
ナ
ー
デ

ア
フ
シ
ャ
ー
ル
朝
ナ
ー
デ
ル
・
シ
ャ
ー
に
よ
る
マ
シ
ュ
ハ
ド
の
都
市
開
発
整
備
事
業

四
三
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四
三
）



�

ル
自
身
と
息
子
の
レ
ザ
ー
・
ゴ
リ
ーR

ezā
Q

olı̄

（
一
七
四
七

年
／
一
一
六
〇A

.H
.

年
没
）
の
墓
所
が
設
け
ら
れ
て
い
た
（
76
）
。
廟

自
体
は
良
質
の
煉
瓦
と
漆
喰khesht

va
gach

に
よ
っ
て
非
常

に
壮
麗
な
形
で
建
設
さ
れ
、
建
物
の
構
造
と
し
て
は
廟
に
四
つ
の

建
物khāne

が
連
な
る
形
を
取
り
、
二
つ
の
廊
下rāhrow

、
二

つ
の
イ
ー
ヴ
ァ
ー
ン
、
二
つ
の
扉darb

が
存
在
し
た
と
伝
え
ら

れ
る
（
77
）
。
さ
ら
に
ナ
ー
デ
ル
は
一
七
四
〇
年
（
一
一
五
三A

.H
.

年
）
の
中
央
ア
ジ
ア
遠
征
で
獲
得
し
た
サ
マ
ル
カ
ン
ド
の
テ
ィ
ム

ー
ル
の
墓
石
と
マ
ド
ラ
サ
の
扉
を
自
身
の
廟
に
据
え
付
け
る
こ
と

を
決
め
、
実
際
に
マ
シ
ュ
ハ
ド
ま
で
運
搬
さ
せ
て
い
る
。
し
か
し
、

実
際
に
は
こ
の
墓
石
と
扉
は
テ
ィ
ム
ー
ル
へ
の
敬
意
か
ら
設
置
さ

れ
る
こ
と
な
く
、
サ
マ
ル
カ
ン
ド
へ
と
返
送
さ
れ
た
（
78
）
。
加
え
て
、

自
身
の
棺
は
宝
石
で
の
装
飾
を
施
し
た
三
〇
〇
〇
〇
ト
マ
ン
を
超

え
る
価
値
を
持
つ
壮
麗
な
鉄
製
の
ザ
リ
ー
フ
に
て
覆
わ
れ
る
予
定

で
あ
っ
た
（
79
）
。
廟
の
敷
地
内
部
に
は
水
場
が
設
置
さ
れ
、
東
側
に
は

イ
ラ
ン
北
西
部
マ
ラ
ー
ゲM

arāghe

産
の
大
理
石
製
の
門
が
設

置
さ
れ
て
い
た
と
い
う
（
80
）
。

そ
し
て
こ
の
廟
も
、
先
述
の
ナ
ー
デ
ル
に
よ
る
ワ
ク
フ
の
受
益

対
象
に
含
ま
れ
て
い
る
。
表
2
は
受
益
対
象
の
一
覧
を
示
し
た
も

の
で
あ
る
（
81
）
。

特
筆
す
べ
き
は
庭
師
へ
の
給
金
の
支
払
い
の
設
定
で
あ
り
、
こ

表 2：ナーデルのワクフにおける自身の廟での受益対象一覧
（Anzābı̄nezhād, et al.（eds.）, Bı̄st vaqfnāme az Khorāsān, pp. 224�225, 227.）

従者 khādem 2名 給金合計 12 t
庭師 bāghbān 2名 給金合計 8 t
告時師mo’azzen 2名 給金合計 7 t
コーラン読誦者 4名 給金合計 24 t
水場係（1名） 給金合計 150 d（水の運搬）
ランプ係 cherāghchı̄（1名）給金合計 2 t

蝋燭 毎朝晩 10 estār分相当の 4本の蝋燭を点灯
香 琥珀製燭台 fatı̄le-ye ‘anbarのために 1日 100 dを支出
氷 夏期 5か月間、毎日 10 man分を使用
ランプ 2つの尖塔と墓の扉の所の水場のカンテラ 16台の明かりの油 10 estār分
金曜晩の慈善 来訪した貧者へのナーン 年間総額 7 t 2000 d
絨毯／金糸織カーテン 1～5年毎に交換し、古いものの売却代金は貧者に分配
※ワクフ財からの収入が支出を上回った場合、剰余分を貧者に分配

※略号は表 1と同じ

職員

支出等
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こ
か
ら
敷
地
の
内
部
に
バ
ー
グ
も
兼
ね
備
え
て
い
た
と
推
定
さ
れ

る
。
バ
ー
グ
の
中
に
君
主
の
廟
を
建
立
す
る
形
式
は
、
セ
ル
ジ
ュ

ー
ク
朝
期
以
降
に
ト
ル
コ
・
モ
ン
ゴ
ル
系
の
諸
王
朝
の
支
配
者
ら

の
埋
葬
の
際
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
と
言
わ
れ
る
。
し
か
し
サ

フ
ァ
ヴ
ィ
ー
朝
で
は
、
同
王
朝
の
王
族
の
遺
骸
に
つ
い
て
は
イ
マ

ー
ム
廟
で
あ
る
レ
ザ
ー
廟
や
レ
ザ
ー
の
妹
が
眠
る
イ
マ
ー
ム
ザ
ー

デ
で
あ
る
ゴ
ム
の
マ
ア
ス
ー
メ
廟
等
へ
の
埋
葬
が
一
般
化
し
、
埋

葬
ス
タ
イ
ル
に
変
化
が
み
ら
れ
た
（
82
）
。
他
方
、
前
近
代
イ
ン
ド
の
支

配
者
一
族
は
、
ト
ル
コ
・
モ
ン
ゴ
ル
系
の
遊
牧
王
朝
の
伝
統
を
継

承
し
、
バ
ー
グ
の
内
部
に
廟
を
建
設
す
る
形
式
を
採
用
す
る
ケ
ー

ス
が
多
く
見
ら
れ
た
（
83
）
。
そ
の
バ
ー
グ
の
存
在
の
可
能
性
か
ら
、
ナ

ー
デ
ル
廟
は
サ
フ
ァ
ヴ
ィ
ー
朝
以
前
の
ト
ル
コ
・
モ
ン
ゴ
ル
系
の

遊
牧
王
朝
の
慣
例
に
従
っ
た
形
式
を
有
し
て
い
た
と
推
測
さ
れ
る
。

そ
し
て
、
ナ
ー
デ
ル
の
ワ
ク
フ
に
は
、
自
身
の
廟
の
管
理
を
担

当
す
る
従
者
の
給
金
、
廟
の
維
持
管
理
や
慈
善
活
動
に
関
す
る
費

用
の
支
出
の
指
定
も
含
ま
れ
、
先
述
の
庭
師
の
他
、
告
時
師
や
コ

ー
ラ
ン
読
誦
者
と
い
っ
た
他
の
廟
で
も
見
ら
れ
る
職
員
の
給
金
の

支
払
い
が
規
定
さ
れ
た
。
ま
た
、
廟
の
内
部
に
関
し
て
は
、
蝋
燭
、

香
の
費
用
、
及
び
絨
毯
、
扉
用
の
カ
ー
テ
ン
の
交
換
費
用
の
支
出

も
定
め
ら
れ
た
。
加
え
て
、
廟
で
の
毎
週
金
曜
の
貧
者
に
対
す
る

ナ
ー
ン
の
配
布
、
暑
い
時
期
に
消
費
す
る
氷
の
購
入
、
さ
ら
に
廟

の
廊
下
や
イ
ー
ヴ
ァ
ー
ン
等
に
敷
く
絨
毯
、
カ
ー
テ
ン
に
つ
い
て

は
一
〜
五
年
で
交
換
の
上
、
古
い
も
の
は
売
却
し
て
そ
の
収
入
を

貧
者
に
分
配
す
る
と
い
っ
た
、
廟
を
貧
者
・
参
詣
者
へ
の
慈
善
の

舞
台
と
し
て
機
能
さ
せ
る
規
定
も
見
ら
れ
た
。

一
四
世
紀
以
降
の
前
近
代
イ
ラ
ン
地
域
の
ス
ン
ナ
派
王
朝
の
君

主
が
、
自
ら
の
廟
を
宗
教
学
院
、
病
院
な
ど
を
含
ん
だ
宗
教
慈
善

複
合
体
と
し
て
建
設
し
、
そ
の
維
持
の
た
め
に
ワ
ク
フ
制
度
を
用

い
た
事
例
が
確
認
さ
れ
て
い
る
。
イ
ル
ハ
ン
朝
の
ガ
ザ
ン
・
ハ
ン

や
オ
ル
ジ
ェ
イ
ト
の
廟
は
そ
の
最
た
る
も
の
で
あ
ろ
う
（
84
）
。
ナ
ー
デ

ル
廟
の
建
設
は
、
上
述
の
通
り
ワ
ク
フ
に
よ
っ
て
慈
善
的
な
機
能

が
付
与
さ
れ
て
い
る
点
で
は
、
彼
ら
先
王
の
伝
統
を
踏
襲
し
た
も

の
と
言
え
る
が
、
慈
善
面
で
は
そ
の
規
模
が
比
較
的
小
さ
く
、
宗

教
学
院
な
ど
の
学
術
施
設
が
皆
無
な
点
で
相
違
も
見
え
る
。
後
者

に
関
し
て
は
、
前
王
朝
期
に
勢
力
を
振
る
っ
た
シ
ー
ア
派
ウ
ラ
マ

ー
へ
の
抑
圧
（
85
）
が
関
係
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
の
ナ
ー
デ
ル
廟
の
建
設
の
意
図
と
し
て
は
、
遊
牧
政
権
の
伝

統
に
則
っ
た
バ
ー
グ
を
備
え
た
自
ら
と
そ
の
後
継
者
の
廟
を
レ
ザ

ー
廟
と
同
等
の
規
模
で
建
設
し
、
マ
シ
ュ
ハ
ド
に
シ
ー
ア
派
イ
マ

ー
ム
の
権
威
に
比
肩
す
る
形
で
自
ら
の
記
憶
を
刻
み
込
も
う
と
し

た
も
の
で
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
。
さ
ら
に
、
ナ
ー
デ
ル
は
廟
で
の

コ
ー
ラ
ン
読
誦
の
よ
う
な
聖
性
の
演
出
や
一
定
程
度
の
慈
善
を
ワ

ア
フ
シ
ャ
ー
ル
朝
ナ
ー
デ
ル
・
シ
ャ
ー
に
よ
る
マ
シ
ュ
ハ
ド
の
都
市
開
発
整
備
事
業

四
五
（
四
五
）



ク
フ
に
よ
っ
て
永
続
的
に
実
施
さ
れ
る
よ
う
手
配
し
、
被
葬
者
と

な
る
ナ
ー
デ
ル
が
公
正
か
つ
慈
愛
溢
れ
る
人
物
で
あ
っ
た
と
い
う

印
象
を
都
市
民
た
ち
に
未
来
永
劫
に
渡
っ
て
与
え
る
こ
と
で
、
自

ら
及
び
そ
の
没
後
に
続
く
と
考
え
て
い
た
支
配
王
朝
と
し
て
の
ア

フ
シ
ャ
ー
ル
朝
の
権
威
を
こ
の
シ
ー
ア
派
の
参
詣
都
市
に
お
い
て

先
々
に
渡
り
誇
示
し
よ
う
と
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

（
三
）
マ
シ
ュ
ハ
ド
に
お
け
る
商
業
振
興
策

―
ワ
ク
フ
を
通
じ
た
商
業
イ
ン
フ
ラ
へ
の
関
与
強
化
―

レ
ザ
ー
廟
周
辺
で
の
商
業
施
設
の
整
備
は
先
述
の
通
り
ガ
ズ
ナ

朝
期
に
は
早
く
も
行
わ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
規
模
は
決
し
て
大
き

い
も
の
で
は
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
後
、
サ
フ
ァ
ヴ
ィ
ー

朝
の
シ
ー
ア
派
化
政
策
の
中
で
レ
ザ
ー
廟
の
重
要
性
が
高
ま
る
中

で
、
先
述
の
通
り
多
数
の
店
舗
や
隊
商
宿
と
い
っ
た
商
業
イ
ン
フ

ラ
の
整
備
も
進
め
ら
れ
、
マ
シ
ュ
ハ
ド
は
商
業
面
で
も
中
央
ア
ジ

ア
、
イ
ン
ド
方
面
を
結
ぶ
ル
ー
ト
上
の
一
大
拠
点
と
化
し
て
い
く

こ
と
に
な
る
（
86
）
。

ナ
ー
デ
ル
も
マ
シ
ュ
ハ
ド
の
繁
栄
の
た
め
に
、
自
身
の
ワ
ク
フ

に
よ
っ
て
マ
シ
ュ
ハ
ド
市
内
に
総
計
一
七
八
軒bāb

に
も
及
ぶ

店
舗
を
購
入
し
た
上
で
ワ
ク
フ
財
に
設
定
し
た
。
加
え
て
ワ
ク
フ

管
財
人
職tow

liyat

を
自
ら
の
一
族
が
継
承
す
る
よ
う
定
め
る
こ

と
で
（
87
）
、
ワ
ク
フ
を
通
じ
た
形
で
の
商
業
イ
ン
フ
ラ
へ
の
関
与
・
管

理
を
王
族
と
な
る
自
ら
の
後
裔
に
よ
る
永
続
化
も
視
野
に
入
れ
て

強
化
し
て
い
く
。
こ
の
ナ
ー
デ
ル
の
商
業
イ
ン
フ
ラ
の
ワ
ク
フ
財

化
と
そ
の
整
備
は
、
都
市
の
二
つ
の
区
画
に
重
点
を
置
い
て
行
わ

れ
た
。
商
業
イ
ン
フ
ラ
に
関
す
る
ワ
ク
フ
財
を
ま
と
め
た
も
の
が

表
3
で
あ
る
。

商
業
施
設
の
ワ
ク
フ
設
定
が
行
わ
れ
た
場
所
の
ひ
と
つ
に
は
、

先
述
の
チ
ャ
ハ
ー
ル
・
バ
ー
グ
の
ド
ウ
ラ
ト
・
ハ
ー
ネ
の
門
に
接

し
た
新
メ
イ
ダ
ー
ン
周
辺
が
あ
る
。
こ
の
メ
イ
ダ
ー
ン
に
は
、
二

九
軒
の
店
舗
が
ワ
ク
フ
財
と
し
て
設
定
さ
れ
た
。
店
舗
の
業
種
と

し
て
は
、
同
業
種
の
店
舗
が
複
数
あ
る
ケ
ー
ス
は
食
糧
雑
貨
商
四

軒
、
パ
ン
屋
四
軒
、
菓
子
屋
二
軒
、
靴
製
造
業
二
軒
、
飼
料
商
二

軒
で
あ
る
。
残
り
は
タ
バ
コ
商tanbakū-forūshı̄

な
ど
ひ
と
つ

の
業
種
に
つ
き
一
軒
の
み
と
な
っ
て
お
り
、
特
定
の
業
種
へ
の
偏

り
は
見
ら
れ
な
い
。
新
メ
イ
ダ
ー
ン
に
お
け
る
店
舗
群
は
、
他
の

店
舗
群
の
構
成
が
不
明
で
あ
る
と
い
う
問
題
も
残
る
が
、
こ
の
メ

イ
ダ
ー
ン
自
体
が
バ
ー
グ
と
い
う
君
主
の
居
城
に
接
す
る
と
い
う

位
置
関
係
や
、
後
述
す
る
メ
イ
ダ
ー
ン
に
附
属
し
た
バ
ー
ザ
ー
ル

bāzār-e
m

eydān

の
一
帯
に
熟
練
し
た
技
術
を
必
要
と
す
る
業

種
の
店
舗
が
よ
り
多
く
ワ
ク
フ
財
に
設
定
さ
れ
た
こ
と
を
鑑
み
れ

ば
、
前
王
朝
の
エ
ス
フ
ァ
ハ
ー
ン
の
王
の
メ
イ
ダ
ー
ン
一
帯
と
同
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表 3：ワクフ財としての商業施設一覧
（Anzābı̄nezhād, et al.（eds）, Bı̄st vaqfnāme az Khorāsān, pp. 218�222.）

備考
（店舗の種別、特徴等 ※基本的に店舗数の多い業種順に記載）

・コーヒーハウス qafvekhāne
（門の所に位置、下記店舗とは分けて記載）
・食料雑貨商 baqqālı̄ 4軒、パン屋 khabbāzı̄ 4軒、

・
菓子販売業 halvā’ ı̄ 2軒、靴製造業 kafshdūzı̄ 2軒、
飼料商 ‘allāf ı̄ 2軒、鞍製造業 sarrāj ı̄、垢すり業 dallākı̄、
真鍮道具製造業 davātsājı̄、帽子製造業 kolāhdūzı̄、
両替商 sarrāf ı̄、陶器商 sefalforūshı̄、縦糸製造業 faratmālı̄、

・・ ・・
香料商 ‘attārı̄、精肉業 qassabı̄、タバコ卸売業 tanbākūforūshı̄、

・・
炒り豆業 nokhodbarı̄zı̄、搾油業 ‘assarı̄、蝋燭商 shammā‘ ı̄、

・
染物業 sabbāghı̄

・
・梳綿業 hallāj ı̄ 5軒、パン屋 4軒、菓子屋 3軒、
搾油業 2軒、飼料商 2軒、食糧雑貨商 2軒、
染物業 2軒、精米業 razzāzı̄、タバコ卸売業、香料商、

・
蝋燭商、鞍製造業

（
88
）

sarrāj ı̄ 、仕立屋 khayyātı̄、
捺染業 chı̄tsāzı̄、ゲリーム織り lavvāfı̄、陶器商

・チャハール・スーグ 12軒（業種は未記載）

・
内訳：名称未記載の建物の上部の部屋 hojre 8軒

同スーグの角の箇所 4軒
・その他の店舗
鞍製造業 23軒、アラブ服縫製業 ‘arabı̄dūzı̄ 10軒、

・
ろくろ業 kharrātı̄ 10軒、帽子製造業 9軒、
タイル商 kāshı̄forūshı̄ 6軒、手桶縫製業 dalvdūzı̄ 6軒、
皮革縫製業 charmdūzı̄ 6軒、靴製造業 3軒、
ブーツ製造業 khoffāf ı̄ 3軒、香料商 2軒、仕立屋 2軒、
梳綿業 3軒、古道具屋兼針造り semsārı̄ va sūzangarı̄ 2軒、
ゲリーム織り 2軒、蹄鉄製造業 na’lchegarı̄、
箱製造業 sandūgsāzı̄、組紐造り ‘alaqebandı̄、
荷鞍製造業 pālāndūzı̄、木材商 chūbforūshı̄、

・
銅細工業mesgarı̄ 2軒、鍛冶業 haddādı̄、鋸造り arregarı̄、
鋳物造り rı̄khtegarı̄
・他業種未記載の店舗計 12軒

店舗数
bāb

29

29

120

所在地

①ドウラト・ハーネの門
に位置する新メイダーン
meydān-e jadı̄dの店舗群

②旧メイダーンmeydān-
e qadı̄mの店舗群

③チャハール・スーグと
バーザールに附属したメ
イダーン chahār sūq va
meydān-e bāzārの店舗群

ア
フ
シ
ャ
ー
ル
朝
ナ
ー
デ
ル
・
シ
ャ
ー
に
よ
る
マ
シ
ュ
ハ
ド
の
都
市
開
発
整
備
事
業

四
七
（
四
七
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じ
く
、
バ
ー
グ
に
滞
在
す
る
王
族
の
生
活
を
支
え
る
た
め
商
業
空

間
で
あ
っ
た
と
推
測
で
き
る
（
89
）
。
そ
し
て
、
ナ
ー
デ
ル
に
よ
る
そ
の

店
舗
群
の
ワ
ク
フ
財
化
は
、
こ
う
し
た
重
要
性
を
持
つ
場
所
に
位

置
す
る
商
業
イ
ン
フ
ラ
へ
の
王
権
に
よ
る
管
理
の
強
化
を
意
図
す

る
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

そ
し
て
、
こ
の
新
メ
イ
ダ
ー
ン
周
辺
の
ワ
ク
フ
財
と
し
て
の
店

舗
の
中
で
異
彩
を
放
つ
の
は
、
コ
ー
ヒ
ー
ハ
ウ
スqahvekhāne

で
あ
る
。
コ
ー
ヒ
ー
ハ
ウ
ス
は
、
イ
ラ
ン
地
域
に
コ
ー
ヒ
ー
が
到

来
し
た
と
言
わ
れ
る
一
七
世
紀
初
頭
以
降
、
主
要
都
市
に
建
設
さ

れ
て
い
る
。
エ
ス
フ
ァ
ハ
ー
ン
で
も
一
七
世
紀
初
頭
に
は
王
の
メ

イ
ダ
ー
ン
に
こ
の
施
設
が
建
設
さ
れ
て
い
た
。
最
初
期
の
コ
ー
ヒ

ー
ハ
ウ
ス
は
男
娼
の
存
在
な
ど
い
か
が
わ
し
い
場
所
と
し
て
も
知

ら
れ
た
が
、
後
に
規
制
さ
れ
る
一
方
で
、
知
識
人
、
芸
術
家
、
高

官
ら
が
集
う
文
化
的
な
場
と
し
て
の
役
割
を
も
果
た
し
、
情
報
の

交
換
の
場
と
し
て
賑
わ
っ
た
だ
け
で
な
く
、
ウ
ラ
マ
ー
の
演
説
・

説
教
や
、『
王
書Shāhnām

e

』
を
は
じ
め
と
し
た
詩
や
歴
史
講

話
が
語
ら
れ
る
場
と
し
て
も
発
展
し
た
（
90
）
。
そ
し
て
時
に
は
君
主
自

ら
コ
ー
ヒ
ー
ハ
ウ
ス
に
足
を
運
び
、
客
と
の
会
話
を
楽
し
み
、
さ

ら
に
は
外
国
か
ら
の
使
節
と
の
会
見
を
行
う
こ
と
も
あ
っ
た
と
い

う
（
91
）。
ホ
ラ
ー
サ
ー
ン
地
域
に
も
コ
ー
ヒ
ー
は
一
七
世
紀
末
に
は
到

来
し
て
お
り
（
92
）
、
同
時
期
に
は
す
で
に
マ
シ
ュ
ハ
ド
に
お
け
る
コ
ー

ヒ
ー
ハ
ウ
ス
の
存
在
も
伝
え
ら
れ
、
文
書
史
料
中
に
も
ワ
ク
フ
財

と
し
て
の
存
在
が
確
認
で
き
る
（
93
）
。
そ
し
て
ナ
ー
デ
ル
も
、
前
王
朝

の
首
都
エ
ス
フ
ァ
ハ
ー
ン
の
メ
イ
ダ
ー
ン
と
同
様
に
、
マ
シ
ュ
ハ

ド
の
チ
ャ
ハ
ー
ル
・
バ
ー
グ
に
併
設
し
た
新
メ
イ
ダ
ー
ン
に
お
い

て
コ
ー
ヒ
ー
ハ
ウ
ス
を
ワ
ク
フ
財
に
設
定
し
て
い
る
。
こ
の
コ
ー

ヒ
ー
ハ
ウ
ス
は
ワ
ク
フ
文
書
に
お
い
て
同
バ
ー
グ
の
メ
イ
ダ
ー
ン

の
店
舗
群dakākı̄n

の
中
で
そ
の
他
の
店
舗
と
は
独
立
し
た
形
で

記
載
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
施
設
は
メ
イ
ダ
ー
ン
一
帯
の

ワ
ク
フ
財
の
店
舗
の
中
で
特
別
な
存
在
で
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
（
94
）
。

ナ
ー
デ
ル
に
よ
る
コ
ー
ヒ
ー
ハ
ウ
ス
の
ワ
ク
フ
財
へ
の
設
定
と
整

備
は
、
彼
が
先
行
す
る
サ
フ
ァ
ヴ
ィ
ー
朝
後
期
に
コ
ー
ヒ
ー
ハ
ウ

ス
が
有
し
て
い
た
文
化
的
な
機
能
を
理
解
し
て
お
り
、
そ
の
存
在

に
よ
っ
て
メ
イ
ダ
ー
ン
一
帯
に
お
け
る
人
の
往
来
の
活
性
化
に
よ

る
繁
栄
を
期
待
し
た
の
み
な
ら
ず
、
マ
シ
ュ
ハ
ド
の
都
市
文
化
の

発
展
を
上
か
ら
促
す
意
向
も
有
し
て
い
た
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ

ろ
う
。

そ
の
他
ナ
ー
デ
ル
の
ワ
ク
フ
財
と
し
て
多
数
の
商
業
施
設
が
置

か
れ
た
場
所
と
し
て
は
、
先
述
の
旧
メ
イ
ダ
ー
ン
が
あ
る
。
こ
の

旧
メ
イ
ダ
ー
ン
に
は
二
九
軒
の
店
舗
が
ワ
ク
フ
財
と
し
て
設
定
さ

れ
て
い
る
（
95
）
。
こ
の
二
九
軒
は
恐
ら
く
メ
イ
ダ
ー
ン
に
面
し
た
形
で

の
店
舗
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
ワ
ク
フ
財
と
し
て
の
店
舗
の

史
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業
種
に
つ
い
て
は
、
パ
ン
屋
、
菓
子
屋
、
食
料
雑
貨
商
な
ど
比
較

的
日
常
生
活
に
直
結
し
た
も
の
が
多
い
と
言
え
る
。

そ
し
て
、
さ
ら
に
こ
の
メ
イ
ダ
ー
ン
に
は
上
記
の
店
舗
群
の
他

に
、
メ
イ
ダ
ー
ン
に
付
属
し
た
バ
ー
ザ
ー
ル
に
一
〇
八
軒
、
そ
の

近
郊
に
位
置
し
た
と
思
わ
れ
る
チ
ャ
ハ
ー
ル
・
ス
ー
グchahār

sūq （
96
）
（
四
辻
の
バ
ー
ザ
ー
ル
）
に
一
二
軒
、
合
計
一
二
〇
軒
に
も

及
ぶ
多
数
の
店
舗
が
ワ
ク
フ
財
と
し
て
設
定
さ
れ
て
い
る
。
ナ
ー

デ
ル
の
ワ
ク
フ
に
よ
る
マ
シ
ュ
ハ
ド
に
お
け
る
店
舗
・
商
業
イ
ン

フ
ラ
の
設
定
は
、
一
二
〇
軒
と
い
う
数
が
示
す
通
り
こ
の
地
域
一

帯
に
最
も
集
中
し
て
行
わ
れ
て
い
る
。
前
者
に
お
け
る
ワ
ク
フ
財

の
店
舗
の
種
類
に
つ
い
て
は
、
鞍
製
造
業
の
二
三
軒
を
筆
頭
に
、

ア
ラ
ブ
服
縫
製
業
、
ろ
く
ろ
業
が
共
に
一
〇
軒
な
ど
、
特
定
の
業

種
へ
の
偏
り
が
見
ら
れ
る
。
さ
ら
に
文
書
中
に
て
こ
れ
ら
の
ワ
ク

フ
財
の
店
舗
の
位
置
関
係
を
説
明
す
る
際
に
、「
銅
細
工
師
た
ち

の
バ
ー
ザ
ー
ルbāzār-e

m
esgarān

」「
鍛
冶
屋
の
バ
ー
ザ
ー
ル

・

bāzār-e
haddād

」
と
い
っ
た
記
述
が
見
え
る
こ
と
か
ら
、
旧
メ

イ
ダ
ー
ン
の
バ
ー
ザ
ー
ル
一
帯
は
専
門
店
街
で
あ
っ
た
と
考
え
ら

れ
よ
う
（
97
）
。
店
舗
群
の
業
種
の
偏
り
と
そ
の
専
門
性
の
高
さ
か
ら
想

起
す
る
に
、
恐
ら
く
当
時
の
マ
シ
ュ
ハ
ド
に
お
い
て
は
、
同
じ
く

新
旧
の
メ
イ
ダ
ー
ン
を
持
つ
エ
ス
フ
ァ
ハ
ー
ン
と
同
様
、
こ
の
旧

メ
イ
ダ
ー
ン
の
周
辺
域
が
職
人
が
集
う
真
の
市
場
と
し
て
の
重
要

性
を
持
っ
て
い
た
場
所
な
の
で
あ
ろ
う
（
98
）
。
ナ
ー
デ
ル
は
恐
ら
く
以

前
か
ら
専
門
店
街
と
な
っ
て
い
た
こ
の
一
帯
を
も
商
業
地
区
と
し

て
重
視
し
、
そ
の
店
舗
の
一
部
を
ワ
ク
フ
財
化
し
て
関
与
と
管
理

を
強
め
る
こ
と
で
、
支
配
権
力
の
主
導
に
よ
る
都
市
の
商
業
的
な

繁
栄
を
目
指
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。

ナ
ー
デ
ル
期
の
マ
シ
ュ
ハ
ド
に
つ
い
て
は
、
欧
人
商
人
が
ブ
ハ

ラ
、
バ
ル
フ
、
イ
ン
ド
な
ど
各
地
か
ら
人
が
集
ま
り
、
そ
の
バ
ー

ザ
ー
ル
は
大
き
く
、
物
資
に
満
ち
溢
れ
て
い
た
と
の
記
録
を
残
し

て
い
る
（
99
）
。
こ
う
し
た
繁
栄
に
は
、
彼
自
身
の
ワ
ク
フ
に
よ
る
商
業

イ
ン
フ
ラ
へ
の
関
与
・
管
理
強
化
が
一
役
買
っ
て
い
た
こ
と
は
想

像
に
難
く
な
い
。
そ
し
て
、
こ
う
し
た
店
舗
群
等
か
ら
な
る
ワ
ク

フ
財
か
ら
の
利
益
が
還
流
さ
れ
た
の
は
、
上
述
通
り
レ
ザ
ー
廟
、

そ
し
て
同
廟
に
埋
葬
さ
れ
た
ナ
ー
デ
ル
の
父
祖
ら
の
墓
、
そ
し
て

彼
自
身
の
廟
で
あ
り
、
運
営
・
維
持
管
理
の
財
源
の
恒
久
的
な
確

保
が
ワ
ク
フ
に
よ
っ
て
保
障
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
。
こ
の

ワ
ク
フ
は
、
都
市
マ
シ
ュ
ハ
ド
の
商
業
的
な
繁
栄
を
、
レ
ザ
ー
廟

に
お
け
る
シ
ー
ア
派
信
仰
の
一
定
程
度
の
保
証
、
及
び
新
た
な
る

王
朝
の
支
配
者
と
そ
の
一
族
ら
の
死
後
の
聖
化
と
権
威
の
構
築
に

強
く
永
続
的
に
結
び
つ
け
る
こ
と
を
狙
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
と
言

え
よ
う
。

ア
フ
シ
ャ
ー
ル
朝
ナ
ー
デ
ル
・
シ
ャ
ー
に
よ
る
マ
シ
ュ
ハ
ド
の
都
市
開
発
整
備
事
業

四
九
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四
九
）



（
四
）
都
市
マ
シ
ュ
ハ
ド
へ
の
移
住
政
策

―
ア
ル
メ
ニ
ア
人
の
事
例
か
ら
―

ナ
ー
デ
ル
は
そ
の
軍
事
遠
征
の
中
で
、
領
地
の
各
地
か
ら
多
数

の
部
族
民
の
徴
発
や
強
制
移
住
を
行
っ
た
こ
と
で
知
ら
れ
る
。
特

に
領
地
の
西
部
地
域
一
帯
を
拠
点
と
し
て
い
た
多
数
の
部
族
を
ホ

ラ
ー
サ
ー
ン
一
帯
の
各
地
に
強
制
移
住
さ
せ
、
辺
境
防
衛
や
農
作

業
な
ど
に
従
事
さ
せ
た
（
100
）
。
そ
の
中
で
都
市
マ
シ
ュ
ハ
ド
の
市
域
内

に
強
制
的
に
移
住
さ
せ
ら
れ
た
の
が
、
ア
ル
メ
ニ
ア
人
と
ユ
ダ
ヤ

教
徒
で
あ
る
。
以
下
、
そ
の
事
情
が
あ
る
程
度
把
握
で
き
る
ア
ル

メ
ニ
ア
人
の
移
住
の
経
緯
を
追
い
、
そ
の
背
景
に
つ
き
検
討
し
た

い
（
101
）。ア

ル
メ
ニ
ア
人
に
関
し
て
は
、
サ
フ
ァ
ヴ
ィ
ー
朝
期
に
お
け
る

イ
ラ
ン
各
地
へ
の
強
制
移
住
が
知
ら
れ
て
い
る
。
最
も
有
名
な
も

の
は
一
七
世
紀
初
頭
シ
ャ
ー
・
ア
ッ
バ
ー
ス
期
に
お
け
る
ア
ゼ
ル

バ
イ
ジ
ャ
ン
か
ら
エ
ス
フ
ァ
ハ
ー
ン
の
新
ジ
ョ
ル
フ
ァ
ー
地
区
へ

の
強
制
移
住
で
あ
り
、
そ
の
後
彼
ら
が
こ
の
都
市
を
中
心
に
世
界

的
な
商
業
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
構
築
し
、
王
朝
の
経
済
的
な
繁
栄
の

一
端
を
担
う
役
割
を
果
た
し
た
。
ま
た
彼
ら
は
当
時
ハ
マ
ダ
ー
ン
、

ア
ラ
ー
ク
近
郊
、
ギ
ー
ラ
ー
ン
と
マ
ー
ザ
ン
ダ
ラ
ー
ン
、
ガ
ズ
ヴ

ィ
ー
ン
、
シ
ー
ラ
ー
ズ
等
で
も
共
同
体
を
形
成
し
て
い
た
（
102
）
。

マ
シ
ュ
ハ
ド
で
は
サ
フ
ァ
ヴ
ィ
ー
朝
期
ま
で
に
ア
ル
メ
ニ
ア
人

が
共
同
体
を
形
成
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
ナ
ー
デ
ル

は
一
七
三
四
年
（
一
一
四
七A

.H
.

年
）
の
ア
ゼ
ル
バ
イ
ジ
ャ
ン

方
面
へ
の
軍
事
遠
征
の
際
に
、
地
域
の
多
数
の
住
民
・
部
族
を
徴

発
し
、
同
地
一
帯
に
暮
ら
す
ア
ル
メ
ニ
ア
人
の
家
族
一
〇
〇
〇
戸

に
対
し
て
マ
シ
ュ
ハ
ド
へ
の
強
制
移
住
を
命
じ
た
。
ナ
ー
デ
ル
は

彼
ら
の
強
制
移
住
に
あ
た
り
、
エ
ス
フ
ァ
ハ
ー
ン
の
新
ジ
ョ
ル
フ

ァ
ー
を
手
本
と
し
、
市
内
の
下
通
りkhiyābān-e

seflı̄

の
一
角

に
居
住
区
を
設
け
、
こ
の
地
に
家
屋
の
み
な
ら
ず
、
キ
リ
ス
ト
教

信
仰
を
保
証
す
る
た
め
の
教
会
も
建
設
し
、
彼
ら
を
住
ま
わ
せ
た
（
103
）
。

こ
の
こ
と
か
ら
ナ
ー
デ
ル
は
マ
シ
ュ
ハ
ド
に
も
サ
フ
ァ
ヴ
ィ
ー
朝

後
期
の
エ
ス
フ
ァ
ハ
ー
ン
に
お
け
る
新
ジ
ョ
ル
フ
ァ
ー
と
同
様
の

ア
ル
メ
ニ
ア
人
居
住
区
の
建
設
を
意
図
し
て
い
た
と
言
え
る
。
マ

シ
ュ
ハ
ド
へ
の
ア
ル
メ
ニ
ア
人
の
移
住
と
居
住
区
の
建
設
も
、
バ

ー
グ
の
事
例
と
同
様
に
、
エ
ス
フ
ァ
ハ
ー
ン
に
類
似
し
た
形
で
の

マ
シ
ュ
ハ
ド
開
発
を
推
進
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
（
104
）
。

し
か
し
、
マ
シ
ュ
ハ
ド
に
居
を
構
え
た
ア
ル
メ
ニ
ア
人
た
ち
の

居
住
区
一
帯
は
、
そ
の
後
周
囲
の
街
区
と
は
異
質
な
様
相
を
呈
し

て
い
く
。
彼
ら
の
信
仰
を
保
証
す
る
た
め
に
建
設
さ
れ
た
教
会
の

周
辺
で
は
、
さ
ら
な
る
偶
像
寺
院bot-khāne

（
教
会
）
や
、
酒

場
群khom

khānehā
va

sharbatkhānehā

ま
で
も
が
立
ち
並

び
、
楽
器
や
歌
手
に
よ
る
音
楽
の
演
奏
、
男
女
の
姦
通zanā-ye

史
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・
・

m
ohsane-ye

m
ard

va
zan

が
行
わ
れ
、
さ
ら
に
は
無
情
な
臣

民
の
不
正
、
ス
ー
フ
ィ
ー
に
よ
る
不
誠
実
な
行
動
な
ど
が
見
ら
れ

る
よ
う
に
な
り
（
105
）
、
イ
ス
ラ
ー
ム
的
な
公
正
さ
と
倫
理
感
に
欠
け
た

治
安
の
良
く
な
い
歓
楽
街
と
化
し
て
い
く
。
恐
ら
く
こ
の
一
帯
は

ア
ル
メ
ニ
ア
人
の
居
住
に
よ
り
、
周
辺
と
は
異
な
っ
た
形
で
発
展

を
遂
げ
、
地
元
住
民
の
み
な
ら
ず
長
旅
を
経
て
マ
シ
ュ
ハ
ド
を
訪

れ
た
多
数
の
参
詣
者
ら
に
と
っ
て
の
非
日
常
的
な
歓
楽
の
場
へ
と

変
貌
し
て
い
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
（
106
）
。

四
、
お
わ
り
に

以
上
、
ナ
ー
デ
ル
に
よ
る
マ
シ
ュ
ハ
ド
の
開
発
事
業
に
つ
き
、

具
体
例
を
挙
げ
な
が
ら
そ
の
意
図
に
つ
い
て
検
討
し
て
き
た
。
本

稿
で
明
ら
か
に
し
て
き
た
点
に
つ
い
て
改
め
て
こ
こ
で
整
理
し
た

い
。イ

マ
ー
ム
・
レ
ザ
ー
廟
が
所
在
し
た
一
帯
は
、
イ
ラ
ン
地
域
に

お
け
る
一
四
世
紀
以
降
の
サ
イ
イ
ド
崇
敬
の
深
化
の
中
で
マ
シ
ュ

ハ
ド
の
名
を
冠
し
て
都
市
開
発
が
進
め
ら
れ
、
サ
フ
ァ
ヴ
ィ
ー
朝

期
の
シ
ー
ア
派
化
政
策
に
よ
り
発
展
し
て
い
っ
た
。
そ
し
て
、
一

八
世
紀
に
新
た
な
る
支
配
者
と
し
て
登
場
し
た
ナ
ー
デ
ル
は
、
上

記
の
よ
う
な
宗
教
的
な
潮
流
の
変
化
の
中
で
発
展
し
て
き
た
都
市

マ
シ
ュ
ハ
ド
を
支
配
の
中
心
地
に
定
め
る
。
そ
の
ナ
ー
デ
ル
に
よ

る
都
市
マ
シ
ュ
ハ
ド
開
発
政
策
の
特
徴
と
し
て
ま
ず
指
摘
で
き
る

の
は
、
こ
の
都
市
の
開
発
事
業
が
サ
フ
ァ
ヴ
ィ
ー
朝
の
首
都
開
発
、

特
に
エ
ス
フ
ァ
ハ
ー
ン
に
お
け
る
開
発
・
建
設
事
業
に
基
づ
き
展

開
さ
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。
先
行
研
究
で
は
簡
潔
か
つ
不
十
分
な

指
摘
に
留
ま
る
そ
の
類
似
性
の
具
体
的
諸
相
に
つ
い
て
は
、
ま
ず

前
王
朝
期
ま
で
に
エ
ス
フ
ァ
ハ
ー
ン
の
王
宮
地
区
一
帯
と
類
似
し

た
構
造
を
有
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
チ
ャ
ハ
ー

ル
・
バ
ー
グ
一
帯
に
関
し
、
ナ
ー
デ
ル
は
そ
の
構
造
を
維
持
し
た

形
で
開
発
・
整
備
を
進
め
、
さ
ら
に
市
街
地
で
は
ワ
ク
フ
に
よ
る

新
旧
二
つ
の
メ
イ
ダ
ー
ン
に
お
け
る
商
業
イ
ン
フ
ラ
へ
の
関
与
強

化
と
整
備
、
そ
し
て
ア
ル
メ
ニ
ア
人
の
市
内
へ
の
移
住
と
街
区
建

設
等
を
行
っ
て
き
た
こ
と
が
指
摘
で
き
る
。
こ
れ
よ
り
ナ
ー
デ
ル

は
、
前
王
朝
以
来
マ
シ
ュ
ハ
ド
が
有
し
て
い
た
エ
ス
フ
ァ
ハ
ー
ン

の
王
宮
地
区
に
似
た
構
造
を
活
か
し
た
形
で
都
市
の
整
備
事
業
を

進
め
、
サ
フ
ァ
ヴ
ィ
ー
朝
の
首
都
開
発
の
伝
統
を
受
け
継
ぐ
こ
と

で
、
マ
シ
ュ
ハ
ド
の
繁
栄
と
内
外
に
対
す
る
自
ら
の
権
威
の
誇
示

を
目
指
し
て
い
た
こ
と
が
窺
え
る
。

加
え
て
彼
は
マ
シ
ュ
ハ
ド
の
開
発
に
際
し
て
、
レ
ザ
ー
廟
内
部

の
建
設
・
修
復
も
進
め
た
。
こ
の
事
業
は
マ
シ
ュ
ハ
ド
が
維
持
し

て
き
た
シ
ー
ア
派
の
伝
統
を
尊
重
す
る
姿
勢
を
示
す
も
の
で
あ
り

な
が
ら
、
実
際
に
は
廟
内
に
お
い
て
テ
ィ
ム
ー
ル
朝
に
関
連
す
る

ア
フ
シ
ャ
ー
ル
朝
ナ
ー
デ
ル
・
シ
ャ
ー
に
よ
る
マ
シ
ュ
ハ
ド
の
都
市
開
発
整
備
事
業

五
一
（
五
一
）



遺
産
の
修
復
や
自
身
の
父
母
の
廟
の
設
置
に
よ
り
、
レ
ザ
ー
廟
と

い
う
シ
ー
ア
派
の
象
徴
の
中
で
ナ
ー
デ
ル
自
身
と
自
ら
が
征
服
活

動
の
手
本
と
し
た
王
朝
の
記
憶
の
強
調
を
試
み
て
い
た
。
加
え
て
、

レ
ザ
ー
廟
に
も
比
肩
す
る
威
容
を
備
え
た
自
ら
と
そ
の
子
孫
ら
の

廟
を
遊
牧
王
朝
の
伝
統
に
則
っ
た
形
で
建
設
し
、
こ
の
都
市
に
自

ら
の
記
憶
を
さ
ら
に
強
く
刻
み
込
も
う
と
し
た
。
そ
し
て
、
こ
れ

ら
二
つ
の
廟
を
受
益
対
象
に
慈
善
事
業
も
含
ん
だ
ワ
ク
フ
を
設
定

し
、
支
配
の
中
心
た
る
都
市
の
象
徴
と
し
て
の
両
廟
の
永
続
的
な

管
理
に
も
配
慮
す
る
こ
と
で
、
マ
シ
ュ
ハ
ド
に
お
け
る
シ
ー
ア
派

と
、
自
身
が
範
と
す
る
テ
ィ
ム
ー
ル
朝
、
そ
し
て
ナ
ー
デ
ル
自
ら

の
記
憶
の
恒
久
的
な
維
持
を
意
図
し
た
の
で
あ
る
。

以
上
か
ら
、
ナ
ー
デ
ル
に
よ
る
マ
シ
ュ
ハ
ド
の
開
発
事
業
は
、

こ
の
都
市
が
そ
れ
ま
で
に
培
っ
て
き
た
シ
ー
ア
派
の
伝
統
の
中
に

お
い
て
、
テ
ィ
ム
ー
ル
朝
の
遺
産
を
強
調
し
、
サ
フ
ァ
ヴ
ィ
ー
朝

後
期
に
お
け
る
首
都
エ
ス
フ
ァ
ハ
ー
ン
の
建
設
計
画
を
追
従
す
る

こ
と
で
、
過
去
の
イ
ラ
ン
地
域
に
お
け
る
支
配
王
朝
の
伝
統
を
重

視
し
再
現
す
る
形
を
取
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
こ
の
支
配
の

象
徴
と
な
る
都
市
に
、
さ
ら
に
自
ら
の
廟
の
建
設
等
に
よ
っ
て
自

身
の
記
憶
を
刻
み
込
む
こ
と
で
、
イ
ラ
ン
地
域
が
過
去
に
歩
ん
で

き
た
諸
王
朝
の
歴
史
や
宗
教
的
な
伝
統
の
上
に
自
ら
の
足
跡
を
位

置
づ
け
、
自
身
そ
し
て
そ
の
後
継
者
た
ち
が
維
持
す
る
で
あ
ろ
う

王
朝
の
権
威
の
確
立
と
永
続
化
を
目
指
し
た
も
の
で
あ
っ
た
と
評

価
で
き
よ
う
。

最
後
に
、
自
身
と
そ
の
一
門
の
記
憶
を
マ
シ
ュ
ハ
ド
に
刻
み
込

も
う
と
し
た
ナ
ー
デ
ル
の
思
惑
は
、
自
ら
の
没
後
す
ぐ
に
脆
く
も

崩
れ
去
っ
た
点
を
指
摘
し
て
お
き
た
い
。
ナ
ー
デ
ル
自
身
は
先
述

の
通
り
、
そ
の
死
後
に
自
ら
の
廟
内
部
の
棺
の
安
置
場
所
を
ザ
リ

ー
フ
で
覆
う
予
定
を
立
て
て
い
た
。
し
か
し
、
こ
の
ザ
リ
ー
フ
は

実
際
に
ナ
ー
デ
ル
の
死
直
後
の
後
継
者
で
あ
る
ア
リ
ー
・
シ
ャ
ー

‘A
lı̄Shāh

（
在
位
一
七
四
七
―
四
八
年
／
一
一
六
〇
―
六
一A

.H
.

年
）
の
統
治
期
に
ナ
ー
デ
ル
廟
に
設
置
さ
れ
る
こ
と
は
な
く
、
レ

ザ
ー
廟
に
ワ
ク
フ
さ
れ
て
設
置
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
、
ソ
レ
イ
マ

ー
ン
二
世
の
治
世
に
こ
の
決
定
が
実
行
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
（
107
）
。
そ

し
て
、
ア
リ
ー
・
シ
ャ
ー
も
レ
ザ
ー
廟
の
北
側
に
壮
麗
な
自
身
の

廟
の
建
設
を
試
み
た
が
、
没
後
に
そ
の
遺
志
は
果
た
さ
れ
る
こ
と

な
く
、
彼
の
遺
骸
は
同
廟
附
設
の
墓
地
と
な
っ
て
い
た
ガ
ト
ル
ガ

ー
フqatlgāh

地
区
へ
と
埋
葬
さ
れ
て
し
ま
う
（
108
）
。
ナ
ー
デ
ル
の
暗

殺
直
後
に
外
部
勢
力
も
加
わ
る
形
で
進
ん
だ
政
治
的
混
乱
の
中
で
、

彼
が
マ
シ
ュ
ハ
ド
に
残
そ
う
と
し
た
自
ら
と
そ
の
一
門
の
記
憶
は
、

後
継
者
と
し
て
名
乗
り
を
上
げ
た
自
ら
の
子
や
孫
ら
に
と
っ
て
、

す
ぐ
に
利
用
価
値
の
乏
し
い
も
の
と
化
し
て
い
く
。

史

学

第
八
七
巻

第
一
・
二
号

五
二
（
五
二
）



そ
し
て
、
ガ
ー
ジ
ャ
ー
ル
朝
成
立
後
の
一
八
〇
四
―
〇
五
年

（
一
二
一
九A

.H
.

年
）
に
、
こ
の
ナ
ー
デ
ル
廟
は
完
全
に
破
壊
さ

れ
（
109
）、
さ
ら
に
チ
ャ
ハ
ー
ル
・
バ
ー
グ
も
一
八
三
四
年
（
一
二
五
〇

A
.H

.

年
）
頃
に
は
荒
廃
し
、
街
区
へ
と
転
換
さ
れ
た
こ
と
が
指
摘

さ
れ
て
い
る
（
110
）
。
一
九
世
紀
に
は
ナ
ー
デ
ル
期
の
マ
シ
ュ
ハ
ド
に
支

配
の
中
心
地
と
し
て
の
威
容
を
与
え
て
い
た
バ
ー
グ
と
自
ら
の
廟

が
こ
の
都
市
か
ら
消
え
去
り
、
ナ
ー
デ
ル
自
身
の
記
憶
も
マ
シ
ュ

ハ
ド
か
ら
一
掃
さ
れ
る
。

し
か
し
、
そ
の
後
ナ
ー
デ
ル
廟
は
一
九
一
七
年
に
ガ
ヴ
ァ
ー
モ

・

ッ
サ
ル
タ
ネQ

avām
al-Saltane

に
よ
り
マ
シ
ュ
ハ
ド
の
市
街
地

に
再
建
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
さ
ら
に
一
九
六
三
年
に
は
歴
史
遺

�

産
協
会A

njom
an-e

āsār-e
m

ellı̄

に
よ
り
改
修
さ
れ
、
現
在
で

は
ナ
ー
デ
ル
の
巨
大
な
像
が
置
か
れ
る
と
共
に
、
博
物
館
も
併
設

さ
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
近
現
代
に
お
け
る
ナ
ー
デ
ル
廟
の
再
建

事
業
は
、
イ
ラ
ン
国
民
国
家
の
形
成
に
向
け
て
の
歴
史
の
再
構
築

の
中
で
、
ナ
ー
デ
ル
の
記
憶
が
改
め
て
必
要
と
さ
れ
る
事
態
に
直

面
し
た
が
ゆ
え
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。

註（
１
）
前
近
代
イ
ラ
ン
地
域
を
支
配
し
た
遊
牧
王
朝
で
は
、
多
く
の
場

合
遊
牧
的
な
慣
習
に
従
い
固
定
的
な
首
都
を
有
さ
ず
、
移
動
を
続

け
る
君
主
の
滞
在
し
て
い
る
場
所
が
事
実
上
の
首
都
で
あ
っ
た
。

同
地
域
に
お
け
る
こ
う
し
た
遊
牧
王
朝
と
首
都
の
関
係
に
つ
い
て

は
、
後
藤
裕
加
子
「
サ
フ
ァ
ヴ
ィ
ー
朝
後
期
の
シ
ャ
ー
の
移
動
と

�
統
治
の
都
�」『
人
文
論
究
』
六
四
巻
二
号
、
二
〇
一
四
年
、
二
九

―
三
一
頁
に
て
先
行
研
究
に
お
け
る
問
題
の
所
在
が
簡
潔
に
ま
と

め
て
あ
る
。
ナ
ー
デ
ル
は
マ
シ
ュ
ハ
ド
、
及
び
自
身
の
も
う
ひ
と

つ
の
墓
地
の
建
設
地
で
あ
る
キ
ャ
ラ
ー
ト
を
中
心
と
し
た
ホ
ラ
ー

サ
ー
ン
地
域
を
自
身
の
支
配
の
中
心
地
と
し
て
定
め
る
意
向
を
有

し
て
い
た
が
、
特
定
の
都
市
を
首
都
と
す
る
こ
と
な
く
、
先
行
す

る
遊
牧
王
朝
の
君
主
の
慣
習
に
従
い
、
自
ら
が
い
る
場
所
、
す
な

わ
ち
自
ら
の
遠
征
中
に
お
け
る
軍
営
地
を
首
都
で
あ
る
と
見
な
し

て
い
た
。
こ
う
し
た
ナ
ー
デ
ル
の
遊
牧
的
心
性
と
首
都
に
関
す
る

考
え
方
の
考
察
と
し
て
は
、T

ucker,E
rnest,S.,N

adir
Shah’s

Q
uest

for
Legitim

acy
in

Post-Safavid
Iran

,
G

ainesville
:U

ni-
versity

Press
of

Florida,2006,pp.68

�72

を
参
照
の
こ
と
。

（
２
）
羽
田
正
「
牧
地
都
市
と
墓
廟
都
市
―
東
方
イ
ス
ラ
ー
ム
世
界
に

お
け
る
遊
牧
政
権
と
都
市
建
設
―
」『
東
洋
史
研
究
』
四
九
巻
一
号
、

一
九
九
〇
年
、
一
―
二
九
頁
。

（
３
）
マ
シ
ュ
ハ
ド
と
同
様
に
、
地
域
に
お
け
る
宗
教
性
の
あ
り
方
の

変
化
が
、
聖
廟
の
政
治
的
重
要
性
を
向
上
さ
せ
、
廟
一
帯
の
都
市

化
を
促
し
た
土
地
と
し
て
は
、
一
一
世
紀
に
「
発
見
」
さ
れ
た

「
ア
リ
ー
廟
」
を
有
す
る
現
ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
北
部
の
マ
ザ
ー
レ
・

シ
ャ
リ
ー
フM

azār-e
Sharı̄f

を
指
摘
で
き
る
。
こ
の
地
は
サ
イ

イ
ド
信
仰
の
深
ま
り
の
中
で
周
辺
の
都
市
化
が
促
さ
れ
、
つ
い
に

は
旧
来
の
地
域
の
中
心
都
市
だ
っ
た
バ
ル
フB

alkh

を
凌
駕
し
て

い
く
（M

cC
hesney,R

.D
.,

W
aqf

in
C

entral
A

sia
:four

hun-

ア
フ
シ
ャ
ー
ル
朝
ナ
ー
デ
ル
・
シ
ャ
ー
に
よ
る
マ
シ
ュ
ハ
ド
の
都
市
開
発
整
備
事
業

五
三
（
五
三
）



dred
years

in
the

history
of

a
M

uslim
shrine

1480

�1889
,

Princeton
:Princeton

U
niversity

Press,1991

）。

（
４
）
マ
シ
ュ
ハ
ド
の
概
説
的
な
通
史
と
し
て
はSeyyedı̄,M

ehdı̄,
T

ārı̄kh-e
shahr-e

M
ashhad

,
T

ehrān
:

E
nteshārāt-e

Jām
ı̄,

・

1378kh.
が
あ
る
。ま
た
、ホ
ラ
ー
サ
ー
ン
に
関
す
る
事
典‘O

tāredı̄,
‘A

zı̄z
A

llāh
,

F
arhang-e

K
horāsān

,
M

ashhad
:E

nteshārāt-e

・

‘O
tāred,7vols,1381kh.

の
一
巻
目
が
都
市
マ
シ
ュ
ハ
ド
の
歴
史

と
現
在
を
扱
っ
て
い
る
。
但
し
、
後
者
に
は
典
拠
が
付
さ
れ
て
い

な
い
た
め
、
利
用
に
は
注
意
が
必
要
で
あ
る
。

（
５
）
サ
フ
ァ
ヴ
ィ
ー
朝
初
期
の
都
市
マ
シ
ュ
ハ
ド
に
め
ぐ
る
専
論
と

し
て
、
守
川
知
子
「
サ
フ
ァ
ヴ
ィ
ー
朝
支
配
下
の
聖
地
マ
シ
ュ
ハ

ド
―
一
六
世
紀
イ
ラ
ン
に
お
け
る
シ
ー
ア
派
都
市
の
変
容
―
」『
史

林
』
八
〇
巻
二
号
、
一
九
九
七
年
、
一
―
四
一
頁
、Farhat,M

ay,
“Shi’iPiety

and
D

ynastic
Legitim

acy
:M

ashhad
under

the
E

arly
Safavid

Shahs”,
in

Iranian
Studies,

47

�2,
2014,

pp.
201

�216

、
ま
た
同
王
朝
後
期
の
レ
ザ
ー
廟
へ
の
ワ
ク
フ
に
関
し
て

は
、
拙
稿
「
サ
フ
ァ
ヴ
ィ
ー
朝
後
期
に
お
け
る
イ
マ
ー
ム
・
レ
ザ

ー
廟
の
ワ
ク
フ
」『
日
本
中
東
学
会
年
報
』
二
六
巻
一
号
、
二
〇
一

〇
年
、
九
九
―
一
三
五
頁
が
あ
る
。

（
６
）
マ
シ
ュ
ハ
ド
が
重
要
視
さ
れ
た
理
由
に
つ
い
て
、
ロ
ッ
カ
ー
ト

氏
は
ナ
ー
デ
ル
に
と
っ
て
自
身
が
征
服
を
意
図
し
て
い
た
イ
ラ
ン
、

中
央
ア
ジ
ア
、
イ
ン
ド
各
地
域
の
中
心
に
位
置
し
、
さ
ら
に
エ
ス

フ
ァ
ハ
ー
ン
よ
り
も
サ
フ
ァ
ヴ
ィ
ー
朝
の
伝
統
に
縛
ら
れ
な
い
土
地
で

あ
っ
た
こ
と
を
述
べ
る
（Lockhart,Laurence,N

adir
Shah

;A
C

ritical
Study

B
ased

M
ainly

upon
C

ontem
porary

Sources,
London

:Luzac
&

co.,
1938,

repr.
N

ew
Y

ork
:A

M
S

Press

Inc.,1973,p.197

）。
タ
ッ
カ
ー
氏
は
、
註（
１
）で
の
言
及
に
加

え
、
マ
シ
ュ
ハ
ド
近
郊
が
彼
の
生
誕
地
で
あ
っ
た
こ
と
を
指
摘
す

る
（T

ucker,
N

adir
Shah’s

Q
uest

for
Legitim

acy
in

Post-
Safavid

Iran
,p.68

）。

（
７
）
ア
フ
シ
ャ
ー
ル
朝
期
の
マ
シ
ュ
ハ
ド
に
関
す
る
現
地
イ
ラ
ン
の

・

研
究
と
し
て
は
、M

okhlesı̄,M
oham

m
ad

‘A
lı̄,“M

ashhad-e

・

pāytakht-e
A

fshāriyān”,in
M

oham
m

ad
Y

ūsof
K

iyānı̄

（ed.

）,

�

Pāytakhthā-ye
Īrān

,
T

ehrān
:Sāzm

ān-e
m

ı̄rās-e
farhangı̄-ye

keshvar,1374kh.,pp.621

�648

が
あ
る
が
、
当
時
の
同
都
市
に

つ
い
て
は
バ
ー
グ
及
び
ナ
ー
デ
ル
自
身
の
廟
の
建
設
事
業
の
簡
潔

な
指
摘
を
含
む
の
み
で
あ
る
。
ま
た
、
マ
シ
ュ
ハ
ド
の
チ
ャ
ハ
ー

・

ル
・
バ
ー
グ
に
特
化
し
た
研
究
と
し
て
、H

oseynı̄,Seyyed
H

āshem
,

“C
hahār

bāgh-e
M

ashhad-e
T

ı̄m
ūrı̄

dar
ā’yı̄ne-ye

tārı̄kh
”,

in
Pazhūheshhā-ye

tārı̄khı̄

（‘E
lm

ı̄-pazhūheshı̄

）,D
āneshkade-

・

ye
adabiyāt

va
‘olūm

-e
ensānı̄,

D
āneshgāh-e

E
sfahān

,
1389

kh.,pp.73

�88

が
あ
り
、
ま
た
ア
フ
シ
ャ
ー
ル
朝
期
に
お
け
る
同

バ
ー
グ
に
つ
い
て
はSeyyedı̄,M

ehdı̄,Sı̄m
ā-ye

tārı̄khı̄-farhangı̄
-ye

shahr-e
M

ashhad
,T

ehrān
:Ā

vām
,1382kh.,p.61

に
も
簡

単
な
言
及
が
あ
る
。
前
者
は
ア
フ
シ
ャ
ー
ル
朝
期
の
同
バ
ー
グ
と

メ
イ
ダ
ー
ン
に
基
づ
き
、
本
稿
で
も
言
及
す
る
マ
シ
ュ
ハ
ド
の
都

市
計
画
の
エ
ス
フ
ァ
ハ
ー
ン
と
の
類
似
性
を
示
唆
す
る
も
、
バ
ー

グ
、
メ
イ
ダ
ー
ン
の
全
容
の
把
握
や
、
当
時
こ
れ
ら
の
場
が
果
た

し
た
役
割
の
考
察
が
不
十
分
で
あ
る
。
後
者
は
バ
ー
グ
の
み
か
ら

エ
ス
フ
ァ
ハ
ー
ン
と
の
類
似
性
を
ご
く
簡
単
に
指
摘
す
る
に
留
ま

っ
て
い
る
。

（
８
）
さ
ら
に
付
言
す
れ
ば
、
サ
フ
ァ
ヴ
ィ
ー
朝
以
降
の
マ
シ
ュ
ハ
ド

史

学

第
八
七
巻

第
一
・
二
号

五
四
（
五
四
）



の
都
市
計
画
は
、
同
時
代
以
降
の
南
イ
ン
ド
の
シ
ー
ア
派
政
権
の

都
市
整
備
に
影
響
を
与
え
た
と
の
指
摘
も
あ
る
（R

ivzi,Saiyid
A

thar
A

bbas,A
Socio-Intellectual

H
istory

ofthe
Isnā

‘A
sharı̄

Shı̄’ı̄s
in

India
,

vol.
1,

C
anberra

:
M

a’rifat
Publishing

H
ouse,1986,p.305

）。
サ
フ
ァ
ヴ
ィ
ー
朝
治
下
の
イ
ラ
ン
の
都

市
と
、
イ
ン
ド
の
シ
ー
ア
派
政
権
下
の
都
市
計
画
の
比
較
研
究
も

今
後
考
え
ら
れ
よ
う
。

・

・

（
９
）

M
arvı̄,

M
oham

m
and

K
āzem

,
‘Ā

lām
-ārā-ye

N
āderı̄,

M
o-

・

・
ham

m
ad

A
m

ı̄n
R

iyāhı̄
（ed.

）,T
ehrān

:N
ashr-e

‘elm
,

3vols,
1374kh.

本
史
料
は
ナ
ー
デ
ル
の
財
務
官
僚
が
著
し
た
史
書
で
、

特
に
当
時
の
都
市
社
会
に
関
し
て
他
の
年
代
記
に
は
見
ら
れ
な
い

独
自
の
記
述
を
含
む
点
で
利
用
価
値
が
高
い
。

・

・

（
１０
）

Soltān
H

āshem
M

ı̄rzā,
Zabūr-e

Ā
l-e

D
āvud

,
‘A

bd
al-

・

�
H

oseyn
N

avā’ı̄

（ed.

）,T
ehrān

:M
ı̄rās-e

m
aktūb

,
1379kh

.,

・

M
ar’ashı̄,

M
ı̄rzā

M
oham

m
ad

K
halı̄l,

M
ajm

a’
al-tavārı̄kh

,

・

‘A
bbās

E
qbāl

（ed
.

）,T
ehrān

:
K

etābkhāne-ye
tahūrı̄

va

・

K
etābkhāne-ye

sanā’ı̄,
1362kh

.,
G

olestāne,
A

bū
al-H

oseyn

・

b
.

M
oham

m
ad

A
m

ı̄n
,

M
ojm

al
al-tavārı̄kh

,
M

odarres

�

・

R
azavı̄

（ed.

）,C
hāpkhāne-ye

sherkat-e
tab’-e

ketāb,n.d.

（
１１
）
本
稿
に
て
こ
の
ナ
ー
デ
ル
の
ワ
ク
フ
文
書
（
レ
ザ
ー
廟
図
書
館

蔵
）
を
参
照
す
る
に
あ
た
っ
て
は
、
そ
の
翻
刻
を
掲
載
す
る

�
A

nzābı̄nezhād,
R

ezā,
et

al.

（eds.

）,B
ı̄st

vaqfnām
e

az
K

ho-
rāsān

,
M

ashhad
:B

onyād-e
pazhūheshhā-ye

eslām
ı̄,

1388
kh.,pp.214

�31

を
利
用
し
た
。
そ
の
他
の
翻
刻
と
し
て
、N

avā’ı̄,

・

‘A
bd

al-H
oseyn

（ed.

）,N
āder

Shāh
va

bāzm
āndegān

:ham
-

・

rāh
bā

nām
ehā-ye

saltanatı̄
va

asnād-e
siyāsı̄

va
edārı̄,

T
e-

hrān
:E

nteshārāt-e
zarrı̄n,1368kh.,pp.429

�442

が
あ
る
が
、

こ
の
翻
刻
に
は
ワ
ク
フ
財
に
関
す
る
記
述
が
欠
落
し
て
い
る
。
ガ

ー
ジ
ャ
ー
ル
朝
期
に
作
成
さ
れ
た
同
文
書
の
写
し
は
、Ketābche-ye

�
M

ouqūfāt-e
Ā

stān
-e

Q
ods-e

R
azavı̄,

K
etābkhāne-ye

Ā
stān-e

�
Q

ods-e
R

azavı̄,M
S.N

o.8557,fols.45

�54

に
見
え
る
。
ま
た
、

・

同
王
朝
末
期
に
作
成
さ
れ
た
同
文
書
の
要
約
がSādeq

al-D
ow

le,

・

�

�

�
M

ı̄rzā
M

oham
m

ad
R

ezā,
Ā

sār
al-R

azavı̄ye,
chāp-e

sangı̄,
1317A

.H
.,pp.159

�162

に
掲
載
さ
れ
て
い
る
が
、
先
の
写
し
と

異
な
る
箇
所
も
あ
る
。

（
１２
）
ナ
ー
デ
ル
の
征
服
者
、
支
配
者
と
し
て
の
経
歴
を
詳
細
に
考
察

し
た
タ
ッ
カ
ー
氏
も
、
マ
シ
ュ
ハ
ド
へ
の
施
策
に
つ
い
て
簡
単
に

触
れ
て
い
る
（T

ucker,N
adir

Shah’s
Q

uest
for

Legitim
acy

in
Post-Safavid

Iran
,pp.67

�72

）
が
、
ワ
ク
フ
へ
の
言
及
は
な
い
。

な
お
、
ナ
ー
デ
ル
の
ワ
ク
フ
文
書
を
考
察
対
象
と
し
た
現
地
イ
ラ

�

ン
の
研
究
と
し
て
は
、K

adkanı̄,R
ezā

N
aqdı̄,“M

ow
qūfāt-e

N
āder

Shāh
va

‘A
lı̄

Shāh
A

fshār
dar

M
ashhad-e

M
oqad-

�

das”,in
M

ı̄rās-e
Jāvı̄dān

,46,1383kh.,pp.84

�93

、
及
びB

ı̄r-

・

jandı̄,
M

oham
m

ad
T

aqı̄
Sālek

,
“Ā

shenā’ı̄
bā

M
ow

qūfe-ye

�

N
āder

Q
olı̄K

hān
A

fshār”,in
M

ı̄rās-e
Jāvı̄dān

,50,1384kh.,
pp.72

�103

の
二
つ
が
あ
る
。
前
者
は
後
述
す
る
後
継
の
ア
リ

ー
・
シ
ャ
ー
の
ワ
ク
フ
も
合
わ
せ
た
形
で
の
紹
介
で
あ
り
、
後
者

は
ナ
ー
デ
ル
の
ワ
ク
フ
財
で
あ
っ
た
枝
村
及
び
管
財
人
職
の
そ
の

後
の
展
開
等
に
つ
き
検
討
を
試
み
て
い
る
。

（
１３
）

Farhat,“Shi’iPiety
and

D
ynastic

Legitim
acy

:M
ashhad

under
the

E
arly

Safavid
Shahs”,pp.202

�204

で
は
、
サ
フ
ァ

ヴ
ィ
ー
朝
以
前
の
レ
ザ
ー
廟
、
マ
シ
ュ
ハ
ド
の
歴
史
が
簡
潔
に
ま

ア
フ
シ
ャ
ー
ル
朝
ナ
ー
デ
ル
・
シ
ャ
ー
に
よ
る
マ
シ
ュ
ハ
ド
の
都
市
開
発
整
備
事
業

五
五
（
五
五
）



と
め
ら
れ
て
い
る
が
、
地
域
の
宗
教
性
の
変
化
の
中
で
の
廟
の
重

要
性
の
向
上
に
の
み
焦
点
が
当
て
ら
れ
て
い
る
。
本
稿
の
第
二
章

で
は
マ
シ
ュ
ハ
ド
の
都
市
形
成
に
お
け
る
建
設
活
動
の
具
体
例
の

提
示
と
い
う
視
点
に
立
っ
て
ア
フ
シ
ャ
ー
ル
朝
ま
で
の
都
市
の
歴

史
を
簡
単
に
振
り
返
る
こ
と
に
す
る
。

（
１４
）

Farhat,
M

ay,
Islam

ic
Piety

and
D

ynastic
Legitim

acy
:

T
he

C
ase

ofthe
Shrine

ofA
li

al-R
ida

in
M

ashhad

（10
th-17

th

C
entury

）,U
npublished

Ph.D
.

T
hesis,

H
arvard

U
niversity,

2002,pp.40

�41.

（
１５
）
こ
の
外
壁
な
い
し
土
塁
に
つ
い
て
は
イ
ブ
ン
・
ハ
ウ
カ
ル
の
記

述
に
見
え
る
（B

arthold,W
.,A

n
H

istorical
G

eography
ofIran,

Svat
Soucek

（tr.

）,C
.

E
.

B
osw

orth

（ed
.

）,N
ew

Jersey
:

Princeton
U

niversity
Press,1984,p.105

）。

（
１６
）
廟
の
あ
る
地
域
の
地
名
は
当
初
ノ
ウ
ガ
ー
ンN

ow
ghān

と
呼

ば
れ
て
い
た
が
、
一
四
世
紀
前
半
期
か
ら
徐
々
に
マ
シ
ュ
ハ
ド
の

呼
称
に
と
っ
て
代
わ
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
（Streck,M

.,“M
ash-

had”,
in

P
.

B
earm

an
et

al.

（eds.

）,E
ncyclopaedia

of
Islam

,
2

nd
edition,vol.6,1991,p.714

）。

・

（
１７
）
こ
の
ワ
ク
フ
に
つ
い
て
は
、M

ow
lavı̄,‘A

bd
al-H

am
ı̄d,

“Farhādgerd”,
in

N
ām

e-ye
Ā

stān-e
Q

ods,
33

&
34,

1347kh
.,

pp.120

�130

を
参
照
の
こ
と
。

・

・

・

（
１８
）

H
āfez

A
brū

,
Zobdat

al-T
avārı̄kh

,
Seyyed

K
am

āl
H

ājj
Seyyed

Javādı̄

（ed.

）,T
ehrān

:Sāzm
ān-e

chāp-e
enteshārāt-

e
vezārat-e

farhang
va

ershād-e
eslām

ı̄,
N

ashr-e
ney,

1372
kh.,vol.2,p.693.

�

（
１９
）

Sam
arqandı̄,

D
ow

latshāh
,

T
a

zkerat
al-sho’arā

,
E

dw
ard

・

B
row

n

（ed.

）,London
:Luzac,

1901,
repr.

T
ehrān

:A
sātı̄r,

1382kh.,p.506.

恐
ら
く
先
の
時
代
の
水
路
と
は
別
に
、
新
た
に

敷
設
さ
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

（
２０
）
前
者
に
つ
い
て
は
、
守
川
知
子
「
サ
フ
ァ
ヴ
ィ
ー
朝
支
配
期
の

聖
地
マ
シ
ュ
ハ
ド
」
九
頁
、
後
者
に
つ
い
て
はM

onajjem
,Jalāl

al-D
ı̄n,

T
ārı̄kh-e

‘A
bbāsı̄

ya
R

ūznām
e-ye

M
ollā

Jalāl,
Seyh

・

・

A
llāh

V
ahı̄dniyā

（ed.

）,T
ehrān

:E
nteshārāt-e

vahı̄d
,

1380
kh.,p.218

を
参
照
。

（
２１
）
拙
稿
「
サ
フ
ァ
ヴ
ィ
ー
朝
後
期
に
お
け
る
イ
マ
ー
ム
・
レ
ザ
ー

廟
の
ワ
ク
フ
」
一
一
六
―
七
頁
。

�

・

・

・

（
２２
）

Q
om

m
ı̄,

Q
āzı̄

A
hm

ad
,

K
holāsat

al-tavārı̄kh
,

E
hsan

E
shrāqı̄

（ed.

）,T
ehrān

:E
nteshārāt-e

D
aneshgāh-e

T
ehrān,

vol.1,1359kh.,p.609.

（
２３
）

M
onshı̄,E

skandar
B

eyg,T
ārı̄kh-e

‘Ā
lam

-ārā-ye
‘A

bbāsı̄,
ĪrājA

fshār

（ed.

）,2
nd

E
dition,T

ehrān
:E

nteshārāt-e
A

m
ı̄r-e

K
abı̄r,vol.2,1382kh.,p.854.

（
２４
）

T
ārı̄kh-e

‘Ā
lam

-ārā-ye
‘A

bbāsı̄,
p.

854,
T

ārı̄kh-e
‘A

bbāsı̄
yā

R
ūznām

e-ye
M

ollā
Jalāl,p.328.

な
お
、
こ
の
水
路
の
水
利

権
の
ワ
ク
フ
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
サ
フ
ァ
ヴ
ィ
ー
朝
後
期
に
お

け
る
イ
マ
ー
ム
・
レ
ザ
ー
廟
の
ワ
ク
フ
」
一
一
一
頁
。

（
２５
）
サ
フ
ァ
ヴ
ィ
ー
朝
後
期
の
ワ
ク
フ
文
書
か
ら
は
、
市
街
地
の
多

数
の
商
業
施
設
が
ワ
ク
フ
財
と
な
っ
て
い
る
こ
と
が
窺
え
る
。
そ

の
中
で
も
大
規
模
な
も
の
と
し
て
、
一
六
六
七
年
（
一
〇
七
八A

.
H

.
年
）
の
ア
ッ
バ
ー
ス
・
ゴ
リ
ー
・
ハ
ー
ン‘A

bbās
Q

olı̄K
hān

に
よ
る
ワ
ク
フ
に
お
い
て
、
店
舗
が
一
〇
〇
軒
規
模
で
ワ
ク
フ
財

と
さ
れ
て
い
る
事
例
が
あ
る
（
拙
稿
「
サ
フ
ァ
ヴ
ィ
ー
朝
後
期
に

史

学

第
八
七
巻

第
一
・
二
号

五
六
（
五
六
）



お
け
る
イ
マ
ー
ム
・
レ
ザ
ー
廟
の
ワ
ク
フ
」
一
二
二
頁
）。

・

（
２６
）
マ
シ
ュ
ハ
ド
の
宗
教
学
院
の
歴
史
は
、Pasandı̄de,M

ahm
ūd,

・
H

ow
ze-ye

‘elm
ı̄ye-ye

K
horāsān

:
jeld-e

avval
-

M
adāres-e

‘elm
ı̄ye-ye

M
ashhad

,
M

ashhad
:B

onyād-e
pazhūheshhā-ye

eslām
ı̄,1385kh.

に
詳
し
い
。

（
２７
）
拙
稿
「
サ
フ
ァ
ヴ
ィ
ー
朝
後
期
に
お
け
る
イ
マ
ー
ム
・
レ
ザ
ー

廟
の
ワ
ク
フ
」
一
一
六
頁
。

（
２８
）

B
urton

,
A

.,
T

he
B

ukharans
:

A
D

ynastic,
D

iplom
atic

and
C

om
m

ercial
H

istory
1550

�1702
,

R
ichm

ond
:C

urzon
Press,1997,pp.399

�402.
但
し
、
同
書
に
よ
れ
ば
、
中
央
ア
ジ

ア
か
ら
の
商
人
は
、
マ
シ
ュ
ハ
ド
で
の
シ
ー
ア
派
の
参
詣
客
を
嫌

い
、
同
地
を
経
由
せ
ず
に
イ
ラ
ン
方
面
に
向
か
う
ル
ー
ト
も
利
用

し
て
い
た
と
の
こ
と
で
あ
る
。

（
２９
）
マ
ク
チ
ェ
ス
ニ
ー
氏
は
、
一
七
世
紀
に
中
央
ア
ジ
ア
か
ら
サ
フ

ァ
ヴ
ィ
ー
朝
の
エ
ス
フ
ァ
ハ
ー
ン
に
遣
使
と
し
て
向
か
っ
た
モ
ハ

・

ン
マ
ド
・
バ
デ
ィM

oham
m

ad
B

adi’

の
旅
行
記“M

uzakkir
al-

・
・

ashab”

（
一
六
八
八
―
八
九
年
（
一
一
〇
〇A

.H
.

年
）
頃
完
成
。

写
本
は
タ
ジ
キ
ス
タ
ン
、
ウ
ズ
ベ
キ
ス
タ
ン
に
計
二
点
存
在
）
を

利
用
し
、
こ
の
時
代
に
お
け
る
マ
ー
ワ
ラ
ー
ア
ン
ナ
フ
ル
と
イ
ラ

ン
地
域
の
文
化
的
な
差
異
に
関
す
る
論
考
を
執
筆
し
て
い
る
。
同

論
考
で
は
、
こ
の
史
料
の
著
者
が
マ
シ
ュ
ハ
ド
滞
在
時
に
、
当
時

の
ホ
ラ
ー
サ
ー
ン
の
ヴ
ァ
ズ
ィ
ー
ル
で
あ
っ
た
ミ
ー
ル
ザ
ー
・
サ

ア
ド
ア
ッ
デ
ィ
ー
ンM

ı̄rzā
Sa’d

al-D
ı̄n

が
チ
ャ
ハ
ー
ル
・
バ
ー

グ
を
永
遠
の
天
国
の
よ
う
な
青
々
と
し
た
庭
園
に
作
り
上
げ
た
、

と
記
し
て
い
る
こ
と
が
引
用
さ
れ
て
い
る
（M

cC
heney,R

.D
.,

““B
arrier

of
H

eterodoxy”?
:R

ethinking
the

T
ies

betw
een

Iran
and

C
entral

A
sia

in
the

Seventeenth
C

entury
”,

in
C

harles
M

elville

（ed
.

）,Safavid
Persia

:
T

he
H

istory
and

Politics
ofan

Iranian
Society,London

and
N

ew
Y

ork
:I.B

.
T

auris,1996,p.243

）。

（
３０
）
サ
フ
ァ
ヴ
ィ
ー
朝
の
同
バ
ー
グ
に
お
け
る
王
族
の
滞
在
や
地
方

・

知
事
の
宿
営
地
化
に
つ
い
て
は
、H

oseynı̄,“C
hahār

bāgh-e
M

ashhad-e
T

ı̄m
ūrı̄dar

ā’yı̄ne-ye
tārı̄kh”,pp.77

�79

に
言
及

が
あ
る
。
但
し
、
後
代
の
史
料
を
典
拠
に
し
て
い
る
箇
所
も
あ
る

た
め
、
注
意
が
必
要
で
あ
る
。

（
３１
）
マ
シ
ュ
ハ
ド
は
一
七
二
三
年
に
ス
ィ
ー
ス
タ
ー
ン
方
面
か
ら
進

・

出
し
た
マ
レ
ク
・
マ
フ
ム
ー
ドM

alek
M

ahm
ūd

Sı̄stānı̄

（
一
七

二
六
年
没
）
の
手
に
落
ち
る
。
ナ
ー
デ
ル
は
一
時
期
彼
に
帯
同
す

る
も
、
の
ち
に
袂
を
分
か
ち
、
タ
フ
マ
ー
ス
プ
二
世
と
行
動
を
共

に
し
て
一
七
二
六
年
に
マ
シ
ュ
ハ
ド
を
制
圧
し
台
頭
し
て
い
く
。

（
３２
）

‘Ā
lām

-ārā-ye
N

āderı̄,vol.1,p.202.

（
３３
）

‘Ā
lām

-ārā-ye
N

āderı̄,vol.1,pp.202

�3.

（
３４
）

Zabūr-e
Ā

l-e
D

āvud
,

p.
98.,

M
ojm

al
al-tavārı̄kh

,
p.

45.,
M

ajm
a’al-tavārı̄kh,p.106.,

‘Ā
lām

-ārā-ye
N

āderı̄,
vol.

1,
p.

203.

な
お
、
こ
の
バ
ー
グ
に
は
「
王
権
の
本
拠
」、「
王
権
の
館
」

な
る
形
容
を
付
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
う
し
た
語
は
必
ず
し
も
同
時

代
の
首
都
に
付
さ
れ
た
語
句
で
は
な
い
こ
と
か
ら
、
マ
シ
ュ
ハ
ド

に
お
け
る
王
族
の
滞
在
地
と
い
う
程
度
の
意
味
を
表
す
と
考
え
ら

れ
る
。
こ
う
し
た
「
首
都
」
を
表
す
表
現
の
問
題
に
つ
い
て
は
、

平
野
豊
「
ガ
ズ
ヴ
ィ
ー
ン
遷
都
の
年
代
比
定
―
一
六
世
紀
サ
フ
ァ

ヴ
ィ
ー
朝
文
化
史
再
編
の
視
点
か
ら
」『
イ
ス
ラ
ム
世
界
』
四
八
号
、

一
九
九
七
年
、
四
二
頁
を
参
照
の
こ
と
。

ア
フ
シ
ャ
ー
ル
朝
ナ
ー
デ
ル
・
シ
ャ
ー
に
よ
る
マ
シ
ュ
ハ
ド
の
都
市
開
発
整
備
事
業

五
七
（
五
七
）



・

・

・

（
３５
）

Jām
ı̄,

M
ahm

ūd
H

oseynı̄,
T

ārı̄kh-e
A

hm
adshāhı̄,

G
ho-

・

lām
hoseyn

Zargarı̄nezhād

（ed
.

）,
T

ehrān
:

E
nteshārāt-e

D
āneshgāh-e

T
ehrān,1384kh.,p.145.

（
３６
）

Ā
lām

-ārā-ye
N

āderı̄,vol.1,pp.
202

�03,
vol.

2,
pp.

771

�

72.
な
お
、
同
史
料
の
該
当
箇
所
で
「
宮
」
と
訳
出
し
た
語
は
複

数
形
（‘em

ārāt

）
で
書
か
れ
て
い
る
が
、
仮
に
ハ
シ
ュ
ト
・
ベ
ヘ

シ
ュ
ト
が
複
数
の
建
物
で
構
成
さ
れ
て
い
る
と
し
て
も
、
そ
の

個
々
の
建
物
に
関
す
る
記
述
が
皆
無
で
あ
る
た
め
、
こ
こ
で
は
単

一
の
建
物
で
あ
る
と
解
釈
し
た
。

（
３７
）
タ
ブ
リ
ー
ズ
で
は
白
羊
朝
の
ウ
ズ
ン
・
ハ
サ
ン
が
同
名
の
建
物

を
建
設
し
て
い
る
。
ヘ
ラ
ー
ト
で
も
名
称
は
不
明
な
る
も
、
バ
ー

グ
に
同
様
の
構
造
を
持
っ
た
建
物
が
建
設
さ
れ
た
こ
と
が
指
摘
さ

れ
て
い
る
。
な
お
、
ム
ガ
ル
朝
に
お
い
て
も
、
バ
ー
グ
の
中
の
廟

建
築
と
し
て
同
名
か
つ
同
様
の
構
成
を
持
つ
建
物
が
多
く
見
ら
れ

る
。
代
表
例
に
は
デ
リ
ー
の
フ
マ
ユ
ー
ン
廟
が
あ
る
（G

olom
bek,

L
.,

“From
T

am
erlane

to
the

T
aj

M
ahal”,

in
A

bbas
D

aneshvari

（ed.

）,E
ssays

in
Islam

ic
A

rt
and

A
rchitecture,

M
alibu,C

alif.:U
ndena

Publications,1981,pp.43
�50
）。

（
３８
）
サ
フ
ァ
ヴ
ィ
ー
朝
期
エ
ス
フ
ァ
ハ
ー
ン
の
ハ
シ
ュ
ト
・
ベ
ヘ
シ

ュ
ト
宮
に
つ
い
て
、
シ
ャ
ル
ダ
ン
は
謁
見
の
間
と
し
て
用
い
ら
れ

て
い
た
こ
と
を
記
し
て
い
る
（
羽
田
正
編
著
『
シ
ャ
ル
ダ
ン
『
イ

ス
フ
ァ
ハ
ー
ン
誌
』
研
究
―
一
七
世
紀
イ
ス
ラ
ム
圏
都
市
の
肖

像
』
東
京
大
学
東
洋
文
化
研
究
所
第
一
七
輯
、
一
九
九
六
年
、
一

三
三
―
一
三
六
頁
）。
ウ
ズ
ン
・
ハ
サ
ン
が
建
設
し
た
ハ
シ
ュ
ト
・

ベ
ヘ
シ
ュ
ト
宮
に
つ
い
て
羽
田
氏
は
謁
見
の
間
と
し
て
の
利
用
を

指
摘
し
て
い
る
（
羽
田
正
「
牧
地
都
市
と
墓
廟
都
市
―
東
方
イ
ス

ラ
ー
ム
世
界
に
お
け
る
遊
牧
政
権
と
都
市
建
設
―
」
二
〇
頁
）。

（
３９
）
サ
フ
ァ
ヴ
ィ
ー
朝
期
の
事
例
で
は
、
ド
ウ
ラ
ト
・
ハ
ー
ネ
は
首

都
の
み
な
ら
ず
地
方
に
も
建
設
さ
れ
、
首
都
の
も
の
は
君
主
の
居

住
施
設
兼
政
府
高
官
の
詰
所
、
地
方
で
は
行
宮
や
冬
営
時
の
滞
在

時
の
「
地
方
離
宮
」
と
し
て
利
用
さ
れ
た
（
平
野
豊
「
シ
ャ
ー
・

タ
フ
マ
ー
ス
プ
一
世
治
下
の
宮
廷
と
ゴ
ム
、
エ
ス
フ
ァ
ハ
ー
ン
の

戦
時
協
力
関
係
―
ハ
ー
ネ
・
ク
ー
チ
の
都
市
移
送
に
関
す
る
事
例

研
究
（
一
）」『
駿
台
史
学
』
一
〇
九
号
、
二
〇
〇
〇
年
、
一
〇

―
一
二
頁
）。
同
王
朝
期
の
マ
シ
ュ
ハ
ド
の
ド
ウ
ラ
ト
・
ハ
ー
ネ
は
、

こ
の
地
が
首
都
で
は
な
か
っ
た
こ
と
か
ら
、
平
野
氏
の
言
う
「
地

方
離
宮
」
的
な
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
よ
う
。
な
お
、
同
王

朝
期
の
マ
シ
ュ
ハ
ド
の
ド
ウ
ラ
ト
・
ハ
ー
ネ
に
お
け
る
君
主
の
滞

在
に
つ
い
て
は
、T

ārı̄kh-e
‘Ā

lam
-ārā-ye

‘A
bbāsı̄,vol.2,p.611

等
に
事
例
が
見
ら
れ
る
。

・

・

（
４０
）
そ
の
事
例
は
、M

ostow
fı̄,M

oham
m

ad
M

ohsen,Zobdat
al

-tavārı̄kh
,

B
ehrūz

G
ūdarzı̄

（ed
.

）,
T

ehrān
:

B
onyād-e

・

m
ow

qūfāt-e
doktur-e

M
ahm

ūd
A

fshār,
1375

kh
.,

p
.

148,
‘Ā

lām
-ārā-ye

N
āderı̄,vol.1,p.103

に
記
述
が
あ
る
。
後
者
で

は
ナ
ー
デ
ル
が
こ
の
バ
ー
グ
に
入
っ
た
際
、
こ
こ
で
息
子
た
ち
と

の
面
会
等
を
行
い
、
そ
の
翌
日
に
別
な
箇
所
に
向
か
っ
た
と
述
べ

ら
れ
て
お
り
、
こ
の
建
物
に
滞
在
し
て
い
た
と
考
え
る
の
が
妥
当

・

で
あ
ろ
う
。A

hm
adshāhı̄,p.144,153

等
に
は
バ
ー
グ
の
中
に

あ
っ
たdarkhāne-ye

shāhı̄/darkhāne-ye
pādshāh

（
君
主
の

館
）
な
る
建
物
の
記
述
が
あ
る
が
、
こ
の
ド
ウ
ラ
ト
・
ハ
ー
ネ
を

指
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
オ
タ
ー
レ
デ
ィ
ー
氏
も
ガ

ー
ジ
ャ
ー
ル
朝
以
前
の
チ
ャ
ハ
ー
ル
・
バ
ー
グ
一
帯
は
王
朝
の
貴

史

学

第
八
七
巻

第
一
・
二
号

五
八
（
五
八
）



・

顕
や
役
人
た
ち
の
住
む
区
画
で
あ
っ
た
と
述
べ
る
（‘O

tāredı̄,
F

arhang-e
K

horāsān
,vol.1,p.204.

）。

（
４１
）

Zobdat
al-tavārı̄kh,p.148.

ま
た
、‘Ā

lām
-ārā-ye

N
āderı̄,

vol.1,p.206

に
あ
る
チ
ャ
ハ
ー
ル
・
バ
ー
グ
の
建
物
、
ハ
シ
ュ

ト
・
ベ
ヘ
シ
ュ
ト
宮
へ
の
絨
毯
の
用
意
に
関
す
る
記
述
は
、
日
付

の
記
載
が
な
い
が
こ
の
際
の
出
来
事
を
指
す
と
考
え
ら
れ
る
。

・

（
４２
）

A
hm

adshāhı̄,p.144.

（
４３
）
サ
フ
ァ
ヴ
ィ
ー
朝
末
期
一
六
九
三
―
九
八
年
（
一
一
〇
五
―
一

〇A
.H

.

年
）
の
年
代
記D

astūr-e
shahriyārān

の
一
六
九
四

―
九
五
年
（
一
一
〇
六A

.H
.

年
）
の
箇
所
に
当
該
の
記
事
が
あ
る

・

・

（N
ası̄rı̄,

M
oham

m
ad

E
brāhı̄m

,
D

astūr-e
shahriyārān

,
M

o-

・

・

ham
m

ad
N

āder
N

ası̄rı̄M
oqaddam

（ed.

）,T
ehrān

:B
onyād-

・

e
m

ow
qūfāt-e

doktor
M

ahm
ūd

A
fshār,

1373kh
.,

p.
80

）。

註（
２９
）で
示
し
た
よ
う
に
、
サ
フ
ァ
ヴ
ィ
ー
朝
後
期
に
な
っ
て
マ

シ
ュ
ハ
ド
の
バ
ー
グ
の
開
発
が
進
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
本

文
中
の
宮
殿
に
そ
の
名
が
冠
さ
れ
て
い
る
人
物
は
こ
の
エ
リ
ヤ
ー

ス
・
ハ
ー
ン
で
あ
る
可
能
性
も
あ
ろ
う
。

（
４４
）

‘Ā
lām

-ārā-ye
N

āderı̄,vol.1,pp.163

�5,
Zabūr-e

Ā
l-e

D
ā-

vud
,p.113,M

ajm
a’al-tavārı̄kh,p.116.

（
４５
）

Zabūr-e
Ā

l-e
D

āvud
,p.113,M

ajm
a’al-tavārı̄kh,p.116.

（
４６
）
な
お
、
エ
ス
フ
ァ
ハ
ー
ン
の
ハ
シ
ュ
ト
・
ベ
ヘ
シ
ュ
ト
宮
に
噴

泉
が
据
え
付
け
ら
れ
て
い
た
（
羽
田
正
編
著
『
シ
ャ
ル
ダ
ン
『
イ

ス
フ
ァ
ハ
ー
ン
誌
』
研
究
』
一
三
三
―
三
四
頁
）。

（
４７
）

‘Ā
lām

-ārā-ye
N

āderı̄,vol.1,p.203.

（
４８
）

‘Ā
lām

-ārā-ye
N

āderı̄,vol.1,p.165.

・

（
４９
）

‘O
tāredı̄,F

arhang-e
K

horāsān
,vol.1,p.211.

な
お
、
旧

メ
イ
ダ
ー
ン
と
い
う
地
名
の
記
述
は
、A

nzābı̄nezhād,et
al.

（eds.

）,B
ı̄st

vaqfnām
e

az
K

horāsān
,p.220

に
見
え
る
。

・

（
５０
）
サ
フ
ァ
ヴ
ィ
ー
朝
後
期
の
サ
フ
ィ
ー
・
ゴ
リ
ー
・
ベ
グSafı̄Q

olı̄
B

eyg

の
一
六
六
五
年
（
一
〇
七
六A

.H
.

年
）
の
ワ
ク
フ
文
書
に

お
い
て
、
本
文
中
で
言
及
し
た
同
バ
ー
グ
の
前
庭
の
存
在
が
示
さ

�

れ
て
い
る
。
こ
の
ワ
ク
フ
に
つ
い
て
は
文
書
の
要
約
がĀ

sār
al-

�
R

a
zavı̄ye,pp.169

�170

に
掲
載
さ
れ
て
お
り
、
拙
稿
「
サ
フ
ァ

ヴ
ィ
ー
朝
後
期
に
お
け
る
イ
マ
ー
ム
・
レ
ザ
ー
廟
の
ワ
ク
フ
」
一

二
一
―
一
二
二
頁
で
も
言
及
し
て
い
る
。

・

（
５１
）

A
hm

adshāhı̄,p.153.

（
５２
）
こ
の
前
庭
と
い
う
説
明
書
き
はM

ojm
al

al-tavārı̄kh,p.53,
M

ajm
a’al-tavārı̄kh,p.132

に
見
え
る
。Zabūr-e

Ā
l-e

D
āvud

,
p.122

で
は
、「
吉
兆
な
る
ド
ウ
ラ
ト
・
ハ
ー
ネ
の
前
庭
で
あ
る
メ

イ
ダ
ー
ン
」と
説
明
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
前
庭jelow

khān/jelow
k-

hāne

と
は
イ
ン
ド
の
庭
園
・
宮
廷
建
築
に
良
く
み
ら
れ
る
も
の
で

あ
る
。
具
体
例
を
一
つ
示
せ
ば
、
一
八
世
紀
北
イ
ン
ド
の
ア
ワ
ド

の
政
権
下
の
宮
廷
の
建
築
複
合
体
の
中
に
も
存
在
し
、
本
文
中
で

後
述
す
る
イ
ラ
ン
地
域
の
メ
イ
ダ
ー
ン
と
同
様
の
役
割
を
果
た
し

て
い
た
こ
と
が
窺
え
る
（K

eshani,H
ussein,“T

heatres
of

pow
er

and
piety

:A
rchitecture

and
court

culture
in

A
w

adh,
India”,

in
A

lbrecht
Fuess

and
Jan-Peter

H
artung

（eds.

）,
C

ourt
cultures

in
M

uslim
w

orld
:Seventh

to
nineteenth

cen-
turies,

London
and

N
ew

Y
ork

:R
outledge,

2011,
pp.

445

�

471
）。

（
５３
）
新
メ
イ
ダ
ー
ン
と
い
う
名
称
はA

nzābı̄nezhād,et
al.

（eds.
）,B

ı̄st
vaqfnām

e
az

K
horāsān

,p.219

に
見
え
る
。

ア
フ
シ
ャ
ー
ル
朝
ナ
ー
デ
ル
・
シ
ャ
ー
に
よ
る
マ
シ
ュ
ハ
ド
の
都
市
開
発
整
備
事
業

五
九
（
五
九
）



（
５４
）
イ
ン
ド
遠
征
で
勝
利
し
た
一
七
三
九
年
（
一
一
五
一A

.H
.

年
）
に
、
マ
シ
ュ
ハ
ド
で
は
市
内
を
装
飾
し
、
演
奏
や
歌
唱
、
踊

り
で
そ
の
戦
勝
を
祝
う
が
、
そ
の
際
に
ブ
ハ
ラ
か
ら
や
っ
て
き
た

・

ハ
ッ
ジ
・
エ
ブ
ラ
ー
ヒ
ー
ムH

ājjE
brāhı̄m

な
る
綱
渡
り
芸
人

rı̄shm
ān-bāz

が
ア
ー
リ
ー
・
ガ
ー
プ
ー
の
上
と
ナ
グ
シ
ェ
・
ジ
ャ

ハ
ー
ン
の
メ
イ
ダ
ー
ン
の
旗
頭qapāk

の
下
、
楽
隊
演
奏
所
の
上

に
綱
を
張
っ
て
、
そ
の
綱
の
上
を
渡
っ
て
み
せ
た
と
い
う
記
述
が

あ
る
（‘Ā

lām
-ārā-ye

N
āderı̄,vol.2,pp.771

�772

）。
よ
っ
て
、

こ
の
記
述
中
に
現
れ
る
建
物
は
メ
イ
ダ
ー
ン
に
面
し
た
形
で
存
在

し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
な
お
、
サ
フ
ァ
ヴ
ィ
ー
朝
期
の
エ
ス
フ
ァ

ハ
ー
ン
で
は
、
メ
イ
ダ
ー
ン
の
北
側
に
あ
っ
た
バ
ー
ザ
ー
ル
の
入

口
の
と
こ
ろ
に
楽
隊
が
演
奏
を
行
う
場
所
が
あ
っ
た
と
い
う

（Lam
bton,A

.K
.S.,“N

akkara-khana”,in
P.B

earm
an

et
al.

（eds.

）,E
ncyclopaedia

of
Islam

,
second

edition
,

vol.
7,

1993,pp.927

�930

）。

（
５５
）

B
abaie

,
Susan

,
Isfahan

and
its

palaces
:

Statecraft,
shi’ism

and
the

architecture
of

conviviality
in

early
m

odern
Iran

,
E

dinburgh
:E

dinburgh
university

press,
2009,

pp
.

35

�40,47

�55.

羽
田
正
「
メ
イ
ダ
ー
ン
と
バ
ー
グ
―
シ
ャ
ー
・
ア

ッ
バ
ー
ス
の
都
市
計
画
再
考
―
」『
橘
女
子
大
学
研
究
紀
要
』
一
四

号
、
一
九
八
七
年
、
一
八
八
―
九
四
頁
。

（
５６
）

Zabūr-e
Ā

l-e
D

āvud
,p.122,M

ajm
a’al-tavārı̄kh,p.132.

・

（
５７
）

A
hm

adshāhı̄,p.153

に
メ
イ
ダ
ー
ン
に
置
か
れ
て
い
た
と
思

し
き
大
砲tūp

を
外
部
へ
引
き
出
す
旨
の
記
述
が
あ
る
。

（
５８
）

Zabūr-e
Ā

l-e
D

āvud
,p.132.,M

ajm
a’al-tavārı̄kh,p.

142.

ユ
ー
ソ
フ
・
ア
リ
ー
・
ハ
ー
ンY

ūsof
‘A

lı̄K
hān

を
は
じ
め
と
し

た
ジ
ャ
ラ
ー
エ
ル
部
族
の
領
袖
ら
が
こ
の
メ
イ
ダ
ー
ンm

eydān-e

・

shāhı̄

で
殺
害
さ
れ
る
。
但
し
、A

hm
adshāhı̄,p.266

で
は
、
こ

の
人
物
ら
の
最
後
は
盲
刑
に
処
さ
れ
た
上
で
ト
ル
シ
ー
ズT

or-
shı̄z

方
面
に
送
ら
れ
た
と
記
さ
れ
て
い
る
。
な
お
、
こ
の
事
件
は

・

A
hm

adshāhı̄,p.266

の
記
述
に
従
え
ば
一
七
五
二
―
五
三
年

（
一
一
六
六A

.H
.

年
）
の
こ
と
と
考
え
ら
れ
る
。

（
５９
）
ナ
ー
デ
ル
期
の
戦
勝
記
念
の
た
め
の
こ
の
メ
イ
ダ
ー
ン
で
の
曲

芸
披
露
の
例
に
つ
い
て
は
、
本
稿
註（
５４
）を
参
照
の
こ
と
。

（
６０
）
メ
イ
ダ
ー
ン
に
つ
い
て
は
、
そ
の
周
囲
が
店
舗
で
埋
め
尽
く
さ

れ
る
ケ
ー
ス
が
見
ら
れ
、
ガ
ー
ジ
ャ
ー
ル
朝
期
エ
ス
フ
ァ
ハ
ー
ン

の
旧
メ
イ
ダ
ー
ン
（
坂
本
勉
「
一
九
世
紀
イ
ス
フ
ァ
ハ
ー
ン
の
都

市
構
成
と
メ
イ
ダ
ー
ン
（
Ⅲ
）」『
史
学
』
五
一
巻
三
号
、
一
九
八

一
年
、
六
四
―
六
五
頁
）、
さ
ら
に
は
テ
ヘ
ラ
ン
の
バ
ー
ザ
ー
ル
の

メ
イ
ダ
ー
ン
（
近
藤
信
彰
「
一
九
世
紀
テ
ヘ
ラ
ン
の
大
バ
ー
ザ
ー

ル
�
発
展
、
構
成
、
所
有
関
係
」『
上
智
ア
ジ
ア
学
』
二
五
号
、
二

〇
〇
七
年
、
一
六
六
頁
）
の
事
例
の
指
摘
が
あ
る
。
こ
の
メ
イ
ダ

ー
ン
も
周
囲
が
店
舗
で
埋
め
尽
く
さ
れ
て
い
た
可
能
性
も
あ
ろ
う
。

（
６１
）
メ
イ
ダ
ー
ン
の
機
能
に
つ
い
て
は
、
坂
本
勉
「
一
九
世
紀
イ
ス

フ
ァ
ハ
ー
ン
の
都
市
構
成
と
メ
イ
ダ
ー
ン
（
Ⅲ
）」
六
〇
―
六
七
、

七
三
―
七
四
頁
を
参
考
に
し
た
。

（
６２
）
サ
フ
ァ
ヴ
ィ
ー
朝
後
期
エ
ス
フ
ァ
ハ
ー
ン
の
王
宮
地
区
に
も
、

「
厨
房
門
」
が
存
在
し
、
そ
の
一
帯
に
は
厨
房
や
食
料
の
貯
蔵
庫
が

あ
っ
た
と
さ
れ
る
（B

lake,S.P.,H
alfthe

w
orld

:T
he

social
architecture

of
Safavid

Isfahan
,

1590

�1722
,

C
osta

M
esa

:
M

azda
Publishers,1999,p.73

）。

・

（
６３
）

A
hm

adshāhı̄,p.151.

史

学

第
八
七
巻

第
一
・
二
号

六
〇
（
六
〇
）



（
６４
）

‘Ā
lām

-ārā-ye
N

āderı̄,vol.3,p.982.

ロ
ッ
カ
ー
ト
氏
は
こ

の
政
策
を
先
行
す
る
サ
フ
ァ
ヴ
ィ
ー
朝
の
宗
教
政
策
へ
の
否
定
で

あ
る
と
評
す
る
（Lockhart,

N
adir

Shah
;

A
C

ritical
Study

B
ased

M
ainly

upon
C

ontem
porary

Sources,pp.278

�279

）。

（
６５
）

T
ucker,

N
adir

Shah’s
Q

uest
for

Legitim
acy

in
Post-

Safavid
Iran

,p.71.

（
６６
）

A
starābādı̄,

M
ı̄rzā

M
ehdı̄

K
hān,

Jahāngoshā-ye
N

āderı̄,�

Seyyed
‘A

bd
A

llāh
A

nvār

（ed.

）,T
ehrān

:A
njom

an-e
āsār

va
m

ofākher-e
farhangı̄,

1377
kh

.,
p

.
62,

‘Ā
lām

-ārā-ye
N

āderı̄,vol.1,p.203.

（
６７
）

‘Ā
lām

-ārā-ye
N

āderı̄,vol.1,p.169.

（
６８
）
ヘ
ラ
ー
ト
の
城
塞
の
建
設
自
体
は
ク
ル
ト
（
カ
ル
ト
）
朝
期
の

こ
と
と
言
わ
れ
る
（O

’K
ane,B

ernard,T
im

urid
A

rchitecture
in

K
hurasan

,C
osta

M
esa,C

alif.:M
azda

Publishers,
1987,

pp.115

�118

）。

（
６９
）

‘Ā
lām

-ārā-ye
N

āderı̄,vol.1,p.200.

な
お
、
ワ
ク
フ
文
書

に
よ
る
と
、
八
角
形
型
の
大
理
石
で
あ
っ
た
と
の
こ
と
で
あ
る

（A
nzābı̄nezhād,

et
al.

（eds.

）,B
ı̄st

vaqfnām
e

az
K

horāsān
,

p.222

）。

（
７０
）
同
廟
の
水
場
へ
の
水
供
給
に
関
し
て
は
、
ワ
ク
フ
文
書
で
は
ト

・

ロ
グ
（
村
）
の
水āb-e

T
oroq

を
用
い
る
よ
う
に
と
の
記
載
が
あ

る
。
本
文
中
で
先
に
触
れ
た‘Ā

lām
-ārā-ye

N
āderı̄

に
あ
る
ゴ
レ

ス
タ
ー
ン
村
か
ら
の
水
は
廟
の
溜
池
に
流
さ
れ
た
と
あ
る
の
で
、

水
場
用
の
水
利
設
備
は
別
途
整
備
さ
れ
た
と
推
測
さ
れ
る

（A
nzābı̄nezhād,

et
al.

（eds.

）,B
ı̄st

vaqfnām
e

az
K

horāsān
,

p.223

）。

（
７１
）

‘Ā
lām

-ārā-ye
N

āderı̄,vol.2,p.826.

（
７２
）

A
nzbānezhı̄d,et

al.

（eds.

）,B
ı̄st

vaqfnām
e

az
K

horāsān
,

pp.224

�225,227.

ワ
ク
フ
文
書
に
そ
の
名
が
見
え
る
埋
葬
者
の

筆
頭
に
挙
げ
ら
れ
て
い
る
バ
ー
バ
ー
・
ア
リ
ー
・
ベ
グ
は
、
ナ
ー

デ
ル
の
活
動
開
始
期
に
ア
ビ
ー
ヴ
ァ
ル
ドA

bı̄vard

の
支
配
者
で

あ
っ
た
人
物
で
、
ナ
ー
デ
ル
は
彼
の
下
で
砲
兵
長tofangchı̄-āqāsı̄

に
任
じ
ら
れ
て
以
降
、
軍
事
的
な
名
声
を
高
め
て
い
く
こ
と
に
な

る
。
彼
は
一
七
二
三
年
（
一
一
二
九A

.H
.

年
）
の
ア
フ
ガ
ン
軍
と

の
戦
闘
で
亡
く
な
る
が
、
そ
の
遺
体
は
レ
ザ
ー
廟
に
運
ば
れ
た
。

ま
た
、
彼
の
娘
二
名
が
ナ
ー
デ
ル
に
嫁
い
で
い
る
（‘Ā

lām
-ārā-ye

N
āderı̄,vol.1,p.12,

14,
Jahāngoshā-ye

N
āderı̄,

p.
28

）。
こ

の
人
物
の
他
に
埋
葬
さ
れ
て
い
た
五
名
（
タ
ア
ー
ン
・
ハ
ー
ノ
ム

・

・

T
a’ān

K
hānom

、
サ
フ
ィ
ー
・
ゴ
リ
ー
・
ベ
グSafı̄Q

olı̄B
eyg

、

�

モ
ル
タ
ザ
ー
・
ゴ
リ
ー
・
ベ
グM

ortazā
Q

olı̄B
eyg

、
ハ
デ
ィ
ー

ジ
ェ
・
ハ
ー
ノ
ムK

hadı̄je
K

hānom

、
シ
ャ
ー
ム
ル
ー
・
ハ
ー
ノ

ムShām
lū

K
hānom

）
の
経
歴
等
に
つ
い
て
は
管
見
の
限
り
不
明

で
あ
る
。
な
お
、
廟
の
建
材
に
つ
い
て
は
、‘Ā

lām
-ārā-ye

N
āderı̄,

vol.1,p.204

に
記
述
が
あ
る
。

（
７３
）

‘Ā
lām

-ārā-ye
N

āderı̄,vol.1,p.202.

（
７４
）
ナ
ー
デ
ル
は
テ
ィ
ム
ー
ル
を
模
倣
し
た
多
く
の
活
動
を
展
開
す

る
こ
と
で
も
自
身
の
支
配
の
正
統
性
の
確
保
に
努
め
た
と
言
わ
れ

る
。
そ
の
具
体
例
と
し
て
、
オ
ス
マ
ン
朝
、
ム
ガ
ル
朝
、
中
央
ア

ジ
ア
と
の
外
交
と
こ
れ
ら
の
諸
勢
力
に
対
す
る
遠
征
活
動
の
模
倣
、

孫
へ
の
シ
ャ
ー
・
ロ
フ
な
る
名
の
命
名
な
ど
が
指
摘
さ
れ
て
い
る

（T
ucker,N

adir
Shah’s

Q
uest

for
Legitim

acy
in

Post-Safavid
Iran

,pp.72
�74

）。

ア
フ
シ
ャ
ー
ル
朝
ナ
ー
デ
ル
・
シ
ャ
ー
に
よ
る
マ
シ
ュ
ハ
ド
の
都
市
開
発
整
備
事
業

六
一
（
六
一
）



（
７５
）
完
成
し
た
年
に
つ
い
て
は
、‘Ā

lām
-ārā-ye

N
āderı̄,p.204

に
記
載
が
あ
る
。

（
７６
）
同
廟
の
被
葬
者
や
天
蓋
の
数
に
つ
い
て
は
、
ガ
ー
ジ
ャ
ー
ル
朝

・

期
の
史
料N

ūrı̄,M
oham

m
ad

T
aqı̄,A

shrafal-tavārı̄kh,vol.1,

・

�

Sūsan
A

sı̄lı̄

（ed.

）,T
ehrān

:M
ı̄rās-e

m
aktūb,p.296

に
同
廟

が
破
壊
さ
れ
た
際
の
記
述
が
あ
る
が
、
そ
の
中
に
見
え
る
。

（
７７
）
建
物
の
構
成
や
敷
地
内
の
水
場
の
存
在
、
庭
師
へ
の
給
金
の
支

払
い
に
つ
い
て
は
ワ
ク
フ
文
書
に
記
述
が
あ
る
（A

nzābı̄nezhād,
et

al.

（eds.

）,B
ı̄st

vaqfnām
e

az
K

horāsān
,

pp
.

224

�225,
227

）。

（
７８
）

‘Ā
lām

-ārā-ye
N

āderı̄,vol.2,p.799,827.

（
７９
）

Zabūr-e
Ā

l-e
D

āvud
,p.114.,M

ojm
al

al-tavārı̄kh,p.
47.,

M
ajm

a’al-tavārı̄kh,p.119.

（
８０
）
マ
ラ
ー
ゲ
産
の
大
理
石
製
の
門
の
設
置
に
つ
い
て
は
、
廟
の
破

壊
後
に
マ
シ
ュ
ハ
ド
を
訪
れ
た
フ
レ
イ
ザ
ーFraser

に
よ
る
廟
の

外
観
を
回
想
し
た
記
述
に
見
え
る
（Fraser,J.,N

arrative
ofa

Journey
into

K
horasan

in
the

years
1821

and
1822

.,
Lon-

don
:Longm

an,
H

urst,
R

eesm
O

rm
e,

B
row

n,
and

G
reen,

1825,
repr.

D
elhi,

N
ew

Y
ork

:O
xford

U
niversity

Press,
1984,p.462

）。

（
８１
）
な
お
、
同
ワ
ク
フ
の
う
ち
、
ナ
ー
デ
ル
廟
を
受
益
対
象
と
し
た

箇
所
に
つ
い
て
は
、M

okhlesı̄,“M
ashhad-e

pāytakht-e
A

f-
shāriyān”,p.629

に
も
言
及
が
あ
り
、
同
文
書
に
基
づ
く
建
物
の

構
造
の
推
定
も
試
み
て
い
る
が
、
墓
廟
建
築
の
特
徴
や
建
設
の
意

図
に
ま
で
踏
み
込
ん
だ
考
察
を
行
っ
て
い
な
い
。

（
８２
）
前
近
代
に
お
け
る
ス
ン
ナ
派
、
シ
ー
ア
派
王
朝
君
主
の
埋
葬
・

墓
廟
の
違
い
に
つ
い
て
は
、
羽
田
正
「
ス
ル
タ
ン
・
ス
レ
イ
マ
ー

ン
と
シ
ャ
ー
・
ア
ッ
バ
ー
ス
―
ム
ス
リ
ム
君
主
の
墓
廟
観
―
」『
歴

史
と
地
理

世
界
史
の
研
究
』
一
四
七
号
、
一
九
九
一
年
、
一

―
一
二
頁
を
参
照
の
こ
と
。

（
８３
）
こ
こ
で
言
及
し
た
サ
フ
ァ
ヴ
ィ
ー
朝
期
を
除
く
セ
ル
ジ
ュ
ー
ク

朝
以
降
の
イ
ラ
ン
地
域
と
イ
ン
ド
の
廟
の
特
徴
に
つ
い
て
は
、
ラ

ッ
グ
ル
ズ
、
フ
ェ
ア
チ
ャ
イ
ル
ド
『
図
説

イ
ス
ラ
ー
ム
庭
園
』

桝
屋
友
子
（
監
修
）、
木
村
高
子
（
訳
）、
原
書
房
、
二
〇
一
二
年
、

一
二
七
―
一
三
六
頁
を
参
考
に
し
た
。

（
８４
）
タ
ブ
リ
ー
ズ
に
建
設
さ
れ
た
ガ
ザ
ン
・
ハ
ン
廟
を
含
む
宗
教
慈

善
複
合
体
は
ガ
ザ
ニ
ー
ヤ
と
呼
ば
れ
、
マ
ド
ラ
サ
、
天
文
台
、
浴

場
、
病
院
等
が
ワ
ク
フ
に
よ
り
運
営
さ
れ
、
慈
善
面
で
の
一
〇
〇

名
の
孤
児
へ
の
コ
ー
ラ
ン
教
育
や
困
窮
者
へ
の
衣
服
、
靴
の
支
給
、

朝
晩
の
貧
者
、
住
民
へ
の
食
事
の
配
布
が
定
め
ら
れ
て
い
た
と
い

う
。
ま
た
、
ス
ル
タ
ー
ニ
イ
ェ
に
建
設
さ
れ
た
オ
ル
ジ
ェ
イ
ト
廟

に
も
同
様
の
慈
善
施
設
が
建
設
さ
れ
て
い
る
（
羽
田
正
「
牧
地
都

市
と
墓
廟
都
市
」
三
―
一
八
頁
）。

（
８５
）

T
ucker,

N
adir

Shah’s
Q

uest
for

Legitim
acy

in
Post-

Safavid
Iran

,p.76.

（
８６
）
同
王
朝
期
に
お
け
る
ワ
ク
フ
に
よ
る
商
業
イ
ン
フ
ラ
の
整
備
に

関
し
て
は
、
本
文
中
に
既
出
の
サ
フ
ィ
ー
・
ゴ
リ
ー
・
ベ
グ
、
ア

ッ
バ
ー
ス
・
ゴ
リ
ー
・
ハ
ー
ン
が
多
数
の
店
舗
等
を
ワ
ク
フ
財
と

し
て
設
定
し
て
い
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
（
拙
稿
「
サ
フ
ァ
ヴ
ィ

ー
朝
後
期
に
お
け
る
イ
マ
ー
ム
・
レ
ザ
ー
廟
の
ワ
ク
フ
」
一
二
一

―
二
三
頁
）。

（
８７
）
ワ
ク
フ
財
、
ワ
ク
フ
管
財
人
職
の
継
承
法
に
関
し
て
は
、

史

学

第
八
七
巻

第
一
・
二
号

六
二
（
六
二
）



A
nzābı̄nezhād,

et
al.

（eds.

）,B
ı̄st

vaqfnām
e

az
K

horāsān
,

pp.218

�222,225

�226

に
記
載
が
あ
る
。

・

・

（
８８
）
翻
刻
で
はSR

Ā
H

Y

と
表
記
さ
れ
、
校
訂
者
は
判
読
不
明
と
し

�

�

て
い
る
。Ā

sār
al-R

a
zavı̄ye,p.160

で
は
冒
頭
の
文
字
がse

に

・

見
え
る
た
め
、
そ
の
後
の
文
字H

をjim

の
点
が
落
ち
た
も
の
と

解
し
、
鞍
製
造
業sarrājı̄

と
仮
に
解
釈
し
た
。

（
８９
）
羽
田
正
「
メ
イ
ダ
ー
ン
と
バ
ー
グ
」
一
九
〇
頁
。B

lake,H
alf

the
w

orld
:

T
he

social
architecture

of
Safavid

Isfahan
,

1590

�1722
,p.114.

（
９０
）
サ
フ
ァ
ヴ
ィ
ー
朝
期
に
お
け
る
コ
ー
ヒ
ー
ハ
ウ
ス
の
役
割
に
関

し
て
は
、M

athee,R
udi,“C

offee
in

Safavid
Iran

:com
m

erce
and

consum
ption”,

in
Journal

of
the

E
conom

ic
and

Social
H

istory
ofthe

O
rient,37

�1,1994,pp.20

�27

を
参
考
に
し
た
。

な
お
、
マ
テ
ー
氏
に
よ
れ
ば
、
コ
ー
ヒ
ー
ハ
ウ
ス
に
お
け
る
男
娼

の
存
在
と
い
っ
た
風
紀
の
乱
れ
は
、
ア
ッ
バ
ー
ス
二
世
期
の
宰
相

・

ハ
リ
ー
フ
ェ
・
ス
ル
タ
ー
ンK

halı̄fe
Soltān

期
に
お
け
る
政
策

の
転
換
に
よ
り
一
掃
さ
れ
た
と
言
う
。
こ
の
点
に
関
し
て
は
シ
ャ

ル
ダ
ン
の
記
述
も
参
考
に
な
ろ
う
（
シ
ャ
ル
ダ
ン
、
Ｊ
・
、『
ペ
ル

シ
ア
見
聞
記
』
岡
田
直
次
訳
注
、
平
凡
社
東
洋
文
庫
、
一
九
九
七

年
、
二
二
二
頁
）。

（
９１
）
シ
ャ
ー
・
ア
ッ
バ
ー
ス
は
コ
ー
ヒ
ー
ハ
ウ
ス
に
よ
く
通
っ
て
お

り
、
一
六
一
九
年
（
一
〇
二
九A

.H
.

年
）
に
ト
ル
コ
、
イ
ン
ド
、

ロ
シ
ア
等
の
使
節
を
コ
ー
ヒ
ー
ハ
ウ
ス
に
呼
び
出
し
、
宴
席
を
設

け
た
こ
と
も
あ
っ
た
と
い
う
（M

athee,“C
offee

in
Safavid

Iran
:com

m
erce

and
consum

ption
”,

p
.

17.,
Ā

l-e
D

aw
ūd

,
‘A

lı̄,
“C

O
FFE

E
H

O
U

SE
”

in
E

hsan
Y

arshater.

（ed.

）,E
ncy-

clopedia
Iranica

,vol.4,2000,pp.1

�4

）。

（
９２
）

M
athee,

“C
offee

in
Safavid

Iran
:com

m
erce

and
con-

sum
ption”,p.9.

・
・

（
９３
）
マ
ク
チ
ェ
ス
ニ
ー
氏
は
先
述
の“M

uzakkir
al-ashab”

の
記
述

を
元
に
、
当
時
マ
シ
ュ
ハ
ド
に
二
軒
の
コ
ー
ヒ
ー
ハ
ウ
ス
が
存
在

し
た
こ
と
を
指
摘
す
る
（M

cC
heney,R

.D
.,““B

arrier
of

H
et-

erodoxy”?
:R

ethinking
the

T
ies

betw
een

Iran
and

C
entral

A
sia

in
the

Seventeenth
C

entury”,pp.243

�244.

）
。
ま
た
、

ワ
ク
フ
財
と
し
て
の
コ
ー
ヒ
ー
ハ
ウ
ス
に
つ
い
て
は
、
註（
５０
）で

言
及
し
た
サ
フ
ィ
ー
・
ゴ
リ
ー
・
ベ
グ
の
ワ
ク
フ
文
書
に
て
、
チ

ャ
ハ
ー
ル
・
バ
ー
グ
の
前
庭
の
コ
ー
ヒ
ー
ハ
ウ
ス
が
ワ
ク
フ
財
と

し
て
設
定
さ
れ
て
い
る
（
拙
稿
「
サ
フ
ァ
ヴ
ィ
ー
朝
後
期
に
お
け

る
イ
マ
ー
ム
・
レ
ザ
ー
廟
の
ワ
ク
フ
」
一
二
一
―
二
二
頁
）。

（
９４
）
文
書
中
で
は
、「
コ
ー
ヒ
ー
ハ
ウ
ス
と
店
舗
群qahvekhāne

va
dakākı̄n

」
と
い
う
形
で
記
載
さ
れ
て
い
る
（A

nzābı̄nezhād,
et

al.

（eds.

）,B
ı̄st

vaqfnām
e

az
K

horāsān
,p.222

）。
な
お
、

シ
ャ
ル
ダ
ン
は
前
王
朝
の
コ
ー
ヒ
ー
ハ
ウ
ス
の
内
部
空
間
に
つ
き
、

広
々
と
つ
く
ら
れ
た
大
サ
ロ
ン
と
な
っ
て
お
り
、
泉
水
が
置
か
れ

て
そ
の
周
り
に
石
か
木
の
壇
で
の
廊
下
の
よ
う
な
も
の
を
め
ぐ
ら

せ
て
い
て
、
そ
こ
に
人
が
座
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
、
と
伝
え

る
（
シ
ャ
ル
ダ
ン
、
Ｊ
・
、『
ペ
ル
シ
ア
見
聞
記
』
岡
田
直
次
訳
注
、

二
二
一
頁
）。
こ
の
よ
う
に
、
コ
ー
ヒ
ー
ハ
ウ
ス
は
そ
の
店
構
え
も

独
特
な
様
相
を
持
っ
て
い
た
。

（
９５
）
な
お
、
翻
刻
で
は
旧
メ
イ
ダ
ー
ン
の
店
舗
数
の
合
計
が
二
九
軒

と
な
っ
て
い
る
が
、
実
際
に
記
載
さ
れ
て
い
る
店
舗
数
を
数
え
る

と
二
八
軒
に
し
か
な
ら
な
い（A

nzābı̄nezhād,et
al.

（eds.

）,B
ı̄st

ア
フ
シ
ャ
ー
ル
朝
ナ
ー
デ
ル
・
シ
ャ
ー
に
よ
る
マ
シ
ュ
ハ
ド
の
都
市
開
発
整
備
事
業

六
三
（
六
三
）



vaqfnām
e

az
K

horāsān
,

pp
.

220

�221

）
。K

etābche-ye

�
M

ouqūfāt-e
Ā

stān
-e

Q
ods-e

R
azavı̄,

K
etābkhāne-ye

Ā
stān-e

�
Q

ods-e
R

azavı̄,M
S.N

o.8557,fol.45

�54.

で
は
、
翻
刻
で
は

一
軒
と
な
っ
て
い
る
搾
油
業
が
二
軒do

bāb

と
記
載
さ
れ
て
い
る

た
め
、
そ
ち
ら
に
従
っ
た
。

（
９６
）
こ
の
バ
ー
ザ
ー
ル
と
チ
ャ
ハ
ー
ル
・
ス
ー
グ
は
現
存
せ
ず
、
正

・

確
な
場
所
は
不
明
で
あ
る
（‘O

tāredı̄,F
arhang-e

K
horāsān

,vol.
1,p.211.

）
。
レ
ザ
ー
裔
サ
イ
イ
ド
に
関
す
る
文
書
の
写
し
を
多

・

数
収
録
す
る
史
料Shajare-ye

tayyebe

の
う
ち
、
一
七
一
七
年

（
一
一
二
九A

.H
.

年
）
の
賃
貸
文
書
の
中
に
「
チ
ャ
ハ
ー
ル
・
ス

ー
グ
に
近
接
す
る
メ
イ
ダ
ー
ン
の
バ
ー
ザ
ー
ル
」
と
い
う
表
現
が

�
・

見
え
る
（R

azavı̄,
M

ı̄rzā
M

oham
m

ad
B

āqer,
Shajare-ye

・

�
tayyebe

;dar
ansāb-e

selsele-ye
sādāt-e

‘alavı̄ye-ye
R

azavı̄ye,

・

�
M

oham
m

ad
T

aqı̄
M

odarres
R

azavı̄
and

M
ehdı̄

Seyyedı̄

（eds.

）,M
ashhad

:Ā
hang-e

qalam
,

1384kh.,
p.

275

）
た
め
、

前
王
朝
末
期
に
お
け
る
こ
の
バ
ー
ザ
ー
ル
の
存
在
は
確
認
で
き
る
。

（
９７
）
こ
う
し
た
特
定
の
業
種
の
名
称
を
冠
し
た
バ
ー
ザ
ー
ル
で
は
、

確
か
に
そ
の
業
種
の
店
舗
の
集
中
が
見
ら
れ
た
が
、
そ
の
業
種
の

店
舗
が
必
ず
し
も
全
体
の
過
半
数
を
占
め
て
い
た
わ
け
で
は
な
い

場
合
が
あ
る
こ
と
に
も
留
意
す
る
必
要
が
あ
る
（
近
藤
信
彰
「
テ

ヘ
ラ
ン
の
大
バ
ー
ザ
ー
ル
�
発
展
、
構
成
、
所
有
関
係
」
一
七
四

頁
）。
こ
こ
で
の
バ
ー
ザ
ー
ル
の
店
舗
の
詳
細
ま
で
は
確
認
で
き
な

い
が
、
恐
ら
く
は
そ
の
名
が
つ
い
て
い
る
業
種
の
店
舗
が
多
数
存

在
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

（
９８
）
ガ
ー
ジ
ャ
ー
ル
朝
期
の
エ
ス
フ
ァ
ハ
ー
ン
に
お
い
て
旧
メ
イ
ダ

ー
ン
が
商
業
面
で
の
重
要
性
を
担
っ
て
い
た
点
に
つ
い
て
は
、
坂

本
勉
「
一
九
世
紀
イ
ス
フ
ァ
ハ
ー
ン
の
都
市
構
成
と
メ
イ
ダ
ー
ン

（
Ⅲ
）」
六
二
―
七
二
頁
。

（
９９
）
ジ
ョ
ー
ジ
・
ト
ン
プ
ソ
ンG

eorge
T

hom
pson

な
る
商
人
が

一
七
四
一
年
に
マ
シ
ュ
ハ
ド
を
訪
れ
て
お
り
、
そ
の
際
の
記
録
を

ハ
ン
ウ
ェ
イ
が
自
身
の
著
書
に
載
せ
て
い
る
（H

anw
ay,Jonas,

A
n

H
istorical

A
ccount

ofthe
B

ritish
T

rade
over

the
C

aspian
Sea

,vol.1.London
:Sold

by
M

r.D
odsley,1753,p.356

）。

（
１００
）

Perry,
John

R
.,

“Forced
M

igration
in

Iran
during

the
Seventeenth

and
E

ighteenth
C

enturies”,
in

Iranian
Stud-

ies,8

�4,1975,pp.208

�209.

（
１０１
）
マ
シ
ュ
ハ
ド
の
ユ
ダ
ヤ
教
徒
に
つ
い
て
は
、
ナ
ー
デ
ル
が
ガ
ズ

ヴ
ィ
ー
ン
か
ら
四
〇
も
の
名
家
を
移
住
さ
せ
た
と
指
摘
さ
れ
る
が
、

口
承
伝
承
を
典
拠
と
し
て
お
り
（Sabim

,H
aideh,“T

w
o

w
ars,

tw
o

cities
and

tw
o

religions
:T

he
Jew

s
of

M
ashhad

and
H

erat
w

ars”,
in

H
oum

an
M

.
Sarshar

（ed
.

）,T
he

Jew
s

of
Iran

:T
he

H
istory,

R
eligion

and
C

ulture
of

a
C

om
m

unity
in

the
Islam

ic
W

orld
,

London
and

N
ew

Y
ork

:I.
B

.
T

auris,
2014,p.76

）、
管
見
の
限
り
ペ
ル
シ
ア
語
等
の
同
時
代
史
料
に
は

当
時
の
彼
ら
に
つ
い
て
の
言
及
が
確
認
で
き
な
い
た
め
、
本
稿
で

は
考
察
の
対
象
か
ら
外
し
た
。
な
お
、
マ
シ
ュ
ハ
ド
の
ユ
ダ
ヤ
教

徒
共
同
体
は
後
の
ガ
ー
ジ
ャ
ー
ル
朝
期
一
八
三
九
年
三
月
二
五
日

（
一
二
五
五
年
一
月
一
〇
日A

.H
.

（
ア
ー
シ
ュ
ー
ラ
ー
））
に
ユ
ダ

ヤ
教
徒
の
子
供
が
起
こ
し
た
ム
ス
リ
ム
へ
の
冒
涜
行
為
に
よ
っ
て

殺
害
と
略
奪
の
対
象
と
な
り
、
生
き
残
っ
た
人
々
は
強
制
改
宗
の

�

憂
き
目
に
あ
う
と
い
う
事
件
が
起
き
る
（H

edāyat,R
eza

Q
olı̄

�

・

・

K
hān,

T
ārı̄kh-e

row
zat

al-safā-ye
N

āserı̄,
Jam

shı̄d
K

iyānfar

史

学

第
八
七
巻

第
一
・
二
号

六
四
（
六
四
）



・

（ed.

）,T
ehrān

:A
sātı̄r,vol.14,pp.8262

�63

）。

（
１０２
）
同
王
朝
期
の
イ
ラ
ン
地
域
各
地
に
お
け
る
ア
ル
メ
ニ
ア
人
共
同

体
の
状
況
に
つ
い
て
は
、Ghougassian,V

azhen
S.,

T
he

E
m

er-
gence

of
the

A
rm

enian
D

iocese
of

N
ew

Julfa
in

the
Seven-

teenth
C

entury,A
tlanta

:Scholars
Press,1998,pp.33

�47

を

参
照
し
た
。

（
１０３
）

‘Ā
lām

-ārā-ye
N

āderı̄,vol.3,p.
1076.,

Zobdat
al-tavārı̄kh,

p
.

165,
A

rtin
E

fendi,
T

anburi,
T

ahm
as

K
ulu

H
an’in

T
evarihi,

E
sat

U
ras

（ed
.

）,A
nkara

:T
urk

T
arih

kurum
u

basım
evi,1942,p.36.

な
お
、
エ
ス
フ
ァ
ハ
ー
ン
を
手
本
に
し

た
こ
と
に
関
し
て
記
述
す
るZobdat

al-tavārı̄kh

の
校
訂
の
該
当

・

箇
所
は「be

vaz’-e
kholafā’-e

E
sfahān

」と
な
っ
て
い
る
が
、kho-

lafā’

はJolfā

の
誤
り
と
思
わ
れ
る
た
め
、
訂
正
し
た
上
で
解
釈
し

た
。

（
１０４
）
タ
ッ
カ
ー
氏
も
こ
の
ア
ル
メ
ニ
ア
人
の
移
住
に
つ
き
、
エ
ス
フ

ァ
ハ
ー
ン
の
新
ジ
ョ
ル
フ
ァ
ー
に
お
け
る
居
住
区
形
成
と
の
類
似

性
を
指
摘
し
て
い
る
（T
ucker,N

adir
Shah’s

Q
uest

for
Legiti-

m
acy

in
Post-Safavid

Iran
,p.68

）。
但
し
、
筆
者
は
こ
の
移
住

政
策
に
つ
い
て
、
こ
こ
で
は
バ
ー
グ
の
件
等
も
含
め
、
ナ
ー
デ
ル

が
エ
ス
フ
ァ
ハ
ー
ン
を
範
と
し
た
形
で
の
マ
シ
ュ
ハ
ド
全
体
の
整

備
を
進
め
る
際
の
都
市
計
画
の
ひ
と
つ
に
位
置
づ
け
て
い
る
。

（
１０５
）

‘Ā
lām

-ārā-ye
N

āderı̄,vol.3,pp.1076

�77.

（
１０６
）
な
お
、
ガ
ー
ジ
ャ
ー
ル
朝
期
の
レ
ザ
ー
廟
ワ
ク
フ
管
財
人
ミ
ー

�

ル
ザ
ー
・
フ
ァ
ズ
ロ
ッ
ラ
ーM

ı̄rzā
Fazlollāh

（
在
職
一
八
五
四

―
五
六
年
）
の
時
代
に
、
マ
シ
ュ
ハ
ド
の
隊
商
宿
に
い
る
い
か
が

わ
し
い
女
性
、
浴
場
に
い
る
髭
の
な
い
少
年
の
追
放
令
が
出
さ
れ

て
い
る
。
こ
の
命
令
は
、
こ
の
頃
に
も
盛
ん
に
行
わ
れ
て
い
た
で

あ
ろ
う
売
春
を
排
除
し
、
都
市
の
綱
紀
を
正
す
た
め
に
発
布
さ
れ

・

た
も
の
と
思
わ
れ
る
（B

astām
ı̄,N

ow
rūz

‘A
lı̄,F

erdow
s

al-
tavārı̄kh,T

ehrān
:K

etābkhāne,
m

ūze
va

m
arkaz-e

asnād-e
m

ajles-e
show

rā-ye
eslām

ı̄,1390kh.,p.60

）。

（
１０７
）
ザ
リ
ー
フ
移
設
に
つ
い
て
は
、Zabūr-e

Ā
l-e

D
āvud

,p.114.,
M

ojm
al

al-tavārı̄kh,p.47.,M
ajm

a’al-tavārı̄kh,p.119

を
参

照
の
こ
と
。
ザ
リ
ー
フ
の
価
値
は
後
者
の
当
該
部
分
に
記
述
が
あ

る
。
な
お
、
ナ
ー
デ
ル
没
後
の
混
乱
に
つ
い
て
は
、
小
牧
昌
平

「
一
八
世
紀
中
期
の
ホ
ラ
ー
サ
ー
ン
―
ド
ッ
ラ
ー
ニ
ー
朝
と
ナ
ー
デ

ル
・
シ
ャ
ー
没
後
の
ア
フ
シ
ャ
ー
ル
朝
―
」『
東
洋
史
研
究
』
五
六

巻
二
号
、
一
九
九
七
年
、
三
六
六
―
九
〇
頁
に
詳
し
い
。

（
１０８
）
ア
リ
ー
・
シ
ャ
ー
は
後
に
破
壊
さ
れ
た
自
身
の
廟
を
受
益
対
象

と
し
た
ワ
ク
フ
を
行
っ
て
お
り
、
一
七
四
八
年
（
一
一
六
一A

.H
.

年
）
の
ワ
ク
フ
文
書
が
ホ
ラ
ー
サ
ー
ン
の
ワ
ク
フ
慈
善
庁
に
保
管

さ
れ
て
い
る
。
こ
の
ワ
ク
フ
に
つ
い
て
はSeyyedı̄,Sı̄m

ā-ye
tārı̄khı̄–farhangı̄-ye

shahr-e
M

ashhad
,pp.63,125

�126

を
参

照
の
こ
と
。

（
１０９
）
ナ
ー
デ
ル
廟
の
破
壊
に
つ
い
て
は
、
先
述
の
通
りA

shrafal-
tavārı̄kh,vol.1,p.296

に
記
事
が
あ
る
。
な
お
、
同
廟
の
破
壊

は
カ
ー
ゾ
ン
�
の
著
書
の
記
述
に
基
づ
き
ア
ー
ガ
ー
・
モ
ハ
ン
マ

ド
・
ハ
ー
ン
期
の
出
来
事
で
あ
る
と
言
わ
れ
る
が
、A

shrafal-
tavārı̄kh

の
校
訂
者
で
あ
る
ス
ー
サ
ン
・
ア
ス
ィ
ー
リ
ー
氏
は
本

史
料
の
こ
の
部
分
の
記
述
の
方
が
よ
り
正
確
で
あ
る
と
脚
注
で
述

べ
て
い
る
（A

shrafal-tavārı̄kh,pp.496

�97

）。

（
１１０
）
ホ
セ
イ
ニ
ー
氏
に
よ
れ
ば
、
バ
ー
グ
一
帯
の
荒
廃
後
に
同
名
の

ア
フ
シ
ャ
ー
ル
朝
ナ
ー
デ
ル
・
シ
ャ
ー
に
よ
る
マ
シ
ュ
ハ
ド
の
都
市
開
発
整
備
事
業

六
五
（
六
五
）



・

街
区
（m

ahalle-ye
C

hahār
bāgh

）
が
置
か
れ
る
も
、
そ
の
名

も
マ
シ
ュ
ハ
ド
の
区
画
整
理
で
後
に
使
わ
れ
な
く
な
り
、
現
在
で

は
バ
ー
グ
が
あ
っ
た
場
所
に
あ
る
通
り
の
名
前
と
し
て
僅
か
に
痕

・

跡
を
残
す
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